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1 計画の目的 

噴火に伴う火山現象は多様であるが、焼岳が噴火した場合に火山近傍の住⺠や登山

者・観光客等に影響が及ぶ火山現象として、噴⽯や火砕流、火砕サージ、火⼝噴出型泥

流、融雪型火山泥流などがある。 

比較的小規模で山麓の居住地域には影響がない噴火であっても、これらの現象は火⼝

近傍にいる人には非常に危険性の高い現象といえる。 

また、噴火の兆候から本格的な噴火に⾄るまでの時間を⾒積もることは難しいことか

ら、混乱なく迅速な避難を実施するためには、噴火警戒レベル毎の対応や、突発的な噴

火に備えた避難計画をあらかじめ具体的に定めておく必要がある。 

こうしたことから、焼岳において噴火が発生し、または噴火の発生が予想される状況

となった場合において、関係機関が協⼒して住⺠および登山者・観光客等の安全を確保

し、円滑に避難できるようにすることを目的に本計画を策定する。 

 

2 計画の位置付け 

本計画は、焼岳の地域特性や火山活動の特徴を踏まえた具体的で実践的な避難計画を

目指し、焼岳火山防災協議会の構成機関が協議の上、策定したものである。 

なお、本計画は、避難に関する基本的な事項について防災関係機関の役割等を示した

ものであり、噴火時等には、火山活動の状況等に応じて臨機かつ柔軟な対応が必要であ

る。 

また、本計画について新たな知⾒や課題が明らかになった場合には、適宜、修正や充

実を図ることとする。 
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3 焼岳の概要 

（１）地形・地質概要 

焼岳火山群は、主に溶岩，溶岩ドームとその形成に伴う火砕流堆積物によってつ

くられた比較的小規模な火山体の集合であり、北アルプス南部の安房峠（標高

1790m）以北に位置するアカンダナ火山、⽩⾕山（しらたにやま）火山、⼤棚（お

おだな）火山、焼岳火山、岩坪山（いわつぼやま）火山、割⾕山（わるだにやま）

火山の 6 火山からなる。 

この火山群の東側には信濃川水系の梓川が、⻄側には神通川水系の高原（たかは

ら）川が流れ、これら河川の河床から山稜までの比高は 1,000m 以上もあり急峻な

地形を成している。 

山麓には上高地、平湯、細池、小船、安房平といったいくつかの小盆地（凹地）

が存在する。これらは、焼岳火山群の裾野と基盤岩が接する所にあることから、こ

の火山群の活動による河川の堰き止めによって形成されたものと考えられている。 

焼岳火山群山麓の高原川流域には、６段の段丘が発達しており、このうち最上部

の段丘面（本郷段丘）とそれより２つ下位の段丘面（中越段丘）を構成する地層

は、焼岳火山起源の泥流堆積物や火砕流堆積物やそれらの再堆積物で形成されてい

る。 

焼岳火山群の基盤は、⾶騨外縁帯中古生界、美濃帯中生界、⽩亜系の笠ヶ岳流紋

岩類と、これらを貫く第四紀花崗岩の滝⾕花崗閃緑岩からなる。 

焼岳火山群周辺の滝⾕花崗閃緑岩に隣接した地域では、約 170 万年前の前穂高溶

結凝灰岩-丹生川火砕流堆積物（300km3）、恵比寿峠-福田火山灰（380-480km3)

の活動、約 65 万年前の⾙塩-上宝テフラ（＞50km3）、約 40－30 万年前の奥⾶騨

火砕流堆積物－⼤町 Apm テフラ群（＞74km3）の活動と断続的に⼤規模な火山活

動が生じている地域である。 

数⼗〜百万年範囲の時間でとらえると焼岳火山群の火成活動は、これら⼤規模な

火成活動と一連のものと考えられる。 

 

（２）焼岳火山群の活動史 

約 120,000 年前から 70,000 年前にかけて、焼岳火山群の⼤棚火山（約

120,000 年前）、岩坪山火山（約 80,000 年前）、割⾕山火山（約 70,000 年前）

が相次いで形成された。いずれも溶岩流とそれに伴う火砕岩類からなる。 
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その後、火山活動の休止時期（約 70,000〜30,000 年前）を経て、およそ

30,000 年前から再び活動を開始し，⽩⾕山、アカンダナ山、焼岳の新期火山群が

形成された。 

はじめに活動を開始した火山は⽩⾕山で、約 30,000 年前から 10,000 年前に活

動した。10,000 年前以降に活動したアカンダナ山は、溶岩ドームと溶岩流からな

る。 

焼岳火山も約 30,000 年前から活動を開始したが、⽩⾕山火山にやや遅れて活動

を開始し、現在まで活動を続けている。 

 

ア 約 4,000 年前まで 

焼岳における初期の噴出物は⿊⾕源頭溶岩とそれに伴う小糸⾕火砕流堆積物

で、約 30,000 年前以降に形成されたと考えられている。 

約 15,000 年前に⿊⾕溶岩の活動が生じ、この活動の後、⿊⾕岩屑なだれ 

堆積物を生成する活動が生じ、その後、中尾峠溶岩、下堀沢溶岩が形成され

た。下堀沢溶岩は焼岳最⼤規模の溶岩流であり、約 4,000 年前に形成されたと

考えられている。 

 

イ 最近約 3,000 年間の活動 

焼岳の過去約 3,000 年間の噴火活動が 14C 年代や層位関係などにより詳しく

わかっている。最新のマグマ噴火は約 2,300 年前に発生した。この噴火によっ

て、現在、上高地から望む焼岳の⼤部分、山頂部のごつごつした溶岩ドーム

（焼岳円頂丘溶岩）とその周囲のなだらかな斜面がつくられた。 

なだらかな斜面は、中尾火砕流堆積物とよばれる火砕流堆積物で形成されて

おり、岐⾩県側の中尾温泉はこの火砕流がつくった段丘の上にある。（下図） 

その他、過去 3,000 年間においては、地層として 11 枚の噴出物が確認され

ている。これら噴出物中には、新鮮なマグマが噴出した証拠が認めらないこと

から、水蒸気噴火によってつくられた噴出物である。 

最近 3,000 年間に地層として 11 枚が確認されるということは、地層として

確認できる規模の噴火がおよそ数百年に一回の割合で発生していることにな

る。しかし、地層として残らないような、より小規模な噴火はさらに多数発生

しているものと考えられる。 
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ウ 近年の活動 

約 2,300 年前のマグマ噴火の後、1962 年の噴火まで焼岳では水蒸気噴火が 

頻繁に発生している。 

歴史時代にも多数の噴火を⾏っており、658 年の⻑野県への降灰や 1746 年の

富山県および能登半島への降灰の記録は、焼岳火山の活動によるものである可能

性が高い。なお、1584 年や 1585 年、1628~28 年など伝説めいた噴火記録はの

こるが、確かなものではない。 

1907 年(明治 40 年)以降の噴火については詳しい記録が残されている。 

1907 年から 1939 年(昭和 14 年)にかけては、ほぼ毎年のように水蒸気噴火

が発生し、1911 年、1925 年の噴火では東京へも降灰した。1915 年(⼤正 4 年)

の噴火では、東側山腹に割れ目火⼝が形成され、そこから火砕サージと火⼝噴出
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型泥流が発生して梓川を堰き止め⼤正池が形成された。 

最近では、1962 年(昭和 37 年)から 1963 年(昭和 38 年)にかけて水蒸気噴火 

が発生し、噴⽯が旧焼岳小屋まで⾶散。また、噴⽯により山小屋で 2 名の負傷者

がでている。 

1963 年以降は、噴火山麓の旧中ノ湯において 1995 年の道路⼯事の際に水蒸

気爆発が発生したが、山体内では発生していない。 

 

（３）火山活動の特徴 
焼岳火山群は、過去の噴火から、水蒸気噴火のみで終わる噴火と水蒸気噴火

からマグマ噴火という噴火を繰り返してきたことがわかる。 

このうち、水蒸気噴火のみで終わる噴火については、約 2,300 年前のマグマ

噴火の堆積物上に、降下火山灰が地層として残るような規模の水蒸気噴火が８

回発生したことが分かっている。 

一方、最新のマグマ噴火である約 2,300 年前の噴火では、現在の山頂溶岩ド

ーム（焼岳円頂丘溶岩）とその周辺に堆積する中尾火砕流堆積物を形成した

が、この噴火は堆積物の地質学的特徴から、次の活動形態であったことが示さ

れている。 

「水蒸気爆発の発生」 → 「溶岩ドームの成⻑」 および 

「溶岩ドームの崩落による火砕流の発生」 → 「ドームの一部破壊」 

また、約 4,000 年前にはマグマ噴火では、下堀沢溶岩と呼ばれる焼岳で最⼤

規模の溶岩を流出する噴火も発生している。 

なお、焼岳の噴火では、爆発的な噴火の産物である軽⽯やスコリアなどの降

下火砕物の噴出は認められず、火砕流はすべて溶岩ドームの崩落によるものと

考えられる。 
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（４）想定される火山活動  

ア 噴火シナリオ 

過去の焼岳の火山活動の特徴から、今後も水蒸気噴火と水蒸気噴火からマグ

マ噴火に移⾏する噴火活動を繰り返すと考えられる。過去の噴火頻度から、水

蒸気噴火は地層として残る規模のものが 100~数百年に一回、マグマ噴火は数

千年に一回程度発生すると考えられる。マグマ噴火が発生した場合は、「溶岩

ドームの形成→溶岩ドーム崩落による火砕流の発生」という形態の噴火を⾏う

可能性が高いと考えられる。 

避難計画の策定にあたっては、特に人命に重⼤な影響を及ぼす現象が重要 

となるため、主として弾道を描いて⾶散する概ね 20cm〜30cm 以上の噴⽯

（以下「⼤きな噴⽯」という。）と火砕流、融雪型火山泥流等に着目し、過去

の噴火状況等を踏まえ、水蒸気噴火のみで終了する活動を「ケース１」、マグ

マ噴火へ⾄る活動を「ケース２」と設定した。 

また「ケース１」は、噴火の影響範囲により、①と②にさらに細分化した。 

 

イ 想定される噴火場所（想定火口域） 

過去の噴火は山頂火⼝付近から発生しており、 

今後の噴火も山頂付近（溶岩ドーム）で発生す 

る可能性が高いことから、過去の活動火⼝及び 

現在の噴気地帯の位置を包括する範囲とし、 

北⻄－南東方向に 2.4km、北東－南⻄方向に 

1.4km の小判型の領域を想定火⼝とした。 

現在の焼岳小屋（松本市管理） 

1962 年噴火  
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（５）想定される噴火ケースと火山現象 

区分 ケース１（水蒸気噴火） ケース２（マグマ噴火） 

 

噴火

規模 

① ② 居住地域まで影響を及ぼす

噴火 想定火⼝域から概ね

1km 以内に影響を及

ぼす噴火 

想定火⼝域から概ね

2km 以内に影響を及

ぼす噴火 

 

現象 

噴⽯、降灰、⼟⽯流 

他 

噴⽯、降灰、空振、

⼟⽯流、火⼝噴出型

泥流 他 

噴⽯、降灰、空振、火砕流

または火砕サージ、溶岩

流、融雪型火山泥流、⼟⽯

流、火⼝噴出型泥流 他 

 

噴火

事例  

近年の水蒸気噴火 

（1962 年）  

近年の水蒸気噴火 

（1915 年） 

 

約 2,300 年前の中尾火砕流

の噴火 

約 4,000 年前の下堀沢溶岩

の噴火 

 

 

 

 

 

 

影響

範囲  

【想定火⼝域から概ね

1km】 

■焼岳小屋 

■登山道 

中尾-新中尾峠、 

新中ノ湯-焼岳、 

上高地-新中尾峠、 

新中尾峠-焼岳、 

新中尾峠-⻄穂山荘  

【想定火⼝域から概ね

2km】 

■焼岳小屋 

■登山道 

中尾-新中尾峠、 

上千⽯-⻄穂山荘、 

新中ノ湯-焼岳、 

上高地-新中尾峠、 

上高地-⻄穂山荘、 

新中尾峠-焼岳、 

新中尾峠-⻄穂山荘 

■県道 24 号上高地公

園線 

■国道 158 号 

■安房峠道路 

【居住地域】 

■岐⾩県  

蒲田川流域 

高原川流域 

■⻑野県  

梓川流域  
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ケース１-①︓想定火口域から概ね 1km 以内に影響を及ぼす噴火 

想定される現象 → 噴⽯、降灰、⼟⽯流 

 上空の風の影響を受けず弾道を描いて⾶散する⼤きな噴⽯の到達距離が

想定火⼝域から概ね 1km 以内である場合とする。 

 噴⽯⾶散の実績としては 1962 年噴火の際の数百ｍがある。 

 

ケース１-②︓想定火口域から概ね 2km 以内に影響を及ぼす噴火 

想定される現象 → 噴⽯、降灰、空振、⼟⽯流、火⼝噴出型泥流 

 上空の風の影響を受けず弾道を描いて⾶散する⼤きな噴⽯の到達距離が

想定火⼝域から 1km 以上であり、2km 以内まで⾶散した場合とする。 

 1915 年の噴火では、⼟⽯流（火山泥流）が中堀沢、下堀沢を流れ下

り、梓川をせき止め、「⼤正池」が形成された。 

 

ケース２︓居住地域まで影響を及ぼす噴火 

想定される現象 →  噴⽯、降灰、空振、火砕流または火砕サージ、溶岩

流、 

融雪型火山泥流、⼟⽯流、火⼝噴出型泥流 

 約 2,300 年前の噴火では山頂北⻄の⾜洗⾕から蒲田川流域のほか、東の

⼤正池付近まで火砕流が達している。 

 焼岳火山防災基本図では、シミュレーションにより火砕流流下域を想定

しており、火砕流の流下が想定される地域は約 2,300 年前の噴火の領域

の他、上高地、高原川、梓川流域も含まれている。 

 本想定において、その影響範囲は居住地域及ぶ。 

 積雪期は融雪型火山泥流も予想される。 
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図-６-１ ケース１(水蒸気噴火)の例 
 

活動前 数ヶ月～数年 数時間～数ヶ月 数時間～数ヶ月 数ヶ月～数年

噴火活動の
想定

時期 静穏期 活動活発化期 水蒸気噴火期 水蒸気噴火期 噴火終焉期

噴火警報等 噴火予報 火口周辺警報 噴火予報

噴火警戒
レベル

  <レベル1(活火山であることに留意)>
活動状況によって適宜火山の状況に関
する解説情報または噴火予報を発表す
る。

　　　　＜レベル２(火口周辺規制)>
火口周辺に影響を及ぼす噴火の発生
が予想される。

        <レベル２(火口周辺規制)>
火口周辺に影響を及ぼす噴火の発生

　　　　　＜レベル３(入山規制)＞
居住地域の近くまで重大な影響を及ぼ
す噴火が発生、あるいは発生が予想さ
れる。

　　　　　　<レベル２あるいは１＞
活動の状況に応じて、適宜レベル変更
を行う。

基本的な
応急対策

規制なし
活動状況により火口内への立入規制等

想定火口域から概ね２ｋｍ以内への
立入規制、観光客退避等

段階的に規制解除等

火口周辺警報

想定火口域から概ね１ｋｍ以内への立入規制等

継続時間
（目安）

【平常時】

○ 噴気活動等

○ 山体全体のわずかな膨張

を示す地殻変動

○ 山体深部でA型地震増加

【前兆現象なし】
【想定火口域から概ね1km以内

に影響を及ぼす水蒸気噴火が

発生】（ケース１-①）

■発生する現象：

噴石、降灰、土石流 他

【想定火口域から概ね2km以内

に影響を及ぼす水蒸気噴火が

発生】（ケース１-②）

■発生する現象：

噴石、降灰、空振、土石流、火

口噴出型泥流 他

【活動の終息】

○ 噴火活動低下

○ 地震活動低下

○ 熱活動低下

○ 山体収縮 等

噴出物堆積後に土石流、泥

流が発生する可能性がある。（凡例）矢印の色は、その時点での火山活動が継続あるいは活発化する場合は赤、沈静化する場合は青、

直接的な噴火活動でない場合は灰色とした。

矢印の太さは、可能性が高いと考えられる想定は太く、可能性が低いと考えられる想定は細くした。

【火山活動の高まり】

○ 山体浅部での火山性地震

・微動の増加

○ 既存の溶岩ドームの温度

上昇・噴気量の増加

○ 山体浅部の局所的な膨張

を示す地殻変動

 

 

図-６-２ ケース２(マグマ噴火)の例 
 

活動前 数ヶ月から数年 数時間～数ヶ月 数時間～数ヶ月 数ヶ月～数年 数ヶ月～数年 数ヶ月～数年

噴火活動の
想定

時期 静穏期 活動活発化期 水蒸気噴火期 水蒸気噴火期 溶岩ドーム形成期 火砕流発生期 噴火終焉期

噴火警報等 噴火予報 火口周辺警報 噴火警報 噴火予報

噴火警戒
レベル

　＜レベル１(活火山であることに留意)
＞
活動状況によって適宜火山の状況に関
する解説情報又は噴火予報を発表す
る。

　　　　＜レベル２（火口周辺規制）＞
火口周辺に影響を及ぼす噴火の発生
が予想される。

＜レベル２（火口周辺規制）＞
火口周辺に影響を及ぼす噴火の発生

　　　　　＜レベル３（入山規制）＞
居住地域の近くまで重大な影響を及ぼ
す噴火が発生、あるいは発生が予想さ
れる。

　　　　＜レベル４（高齢者等避難）＞
居住地域に重大な被害を及ぼす噴火
が発生すると予想される。

　　　　　　＜レベル５（避難）＞
居住地域に重大な被害を及ぼす噴火
が切迫又は発生

　　　　　＜レベル２あるいは１＞
活動の状況に応じて、適宜レベル変更
を行う。

基本的な
応急対策

規制なし
活動状況により火口内への立入規制等

想定火口域から概ね２ｋｍ以内への
立入規制、観光客退避等

段階的に規制解除等

継続時間
（目安）

火口周辺警報

想定火口域から概ね１ｋｍ以内への立入規制等
蒲田川流域、高原川流域、梓川流域の居住地域避難

必要に応じて規制範囲等を拡大

【前兆現象なし】
【溶岩の出現】

■溶岩ドームの形成・成長

溶岩の出現位置によっては

溶岩流出

（凡例）矢印の色は、その時点での火山活動が継続あるいは活発化する場合は赤、沈静化する場合は青、

直接的な噴火活動でない場合は灰色とした。

矢印の太さは、可能性が高いと考えられる想定は太く、可能性が低いと考えられる想定は細くした。

【溶岩の終息】

溶岩流が居住地域に切迫・

到達

■影響範囲

居住地域（蒲田川、高原川、

梓川流域）

■発生する現象

○ 火砕流（溶岩ドームの崩

壊）

○ 融雪型火山泥流（積雪

期）

【活動の終息】

○噴火活動低下

○地震活動低下

○熱活動低下

○山体収縮 等

噴出物堆積後に土石流、泥

流が発生する可能性がある。

【平常時】

○ 噴気活動等

○ 山体全体のわずかな膨張

を示す地殻変動

○ 山体深部でA型地震増加

【火山活動の高まり】

○ 山体浅部での火山性地震

・微動の増加

○ 既存の溶岩ドームの温度

上昇・噴気量の増加

○ 山体浅部の局所的な膨張

を示す地殻変動

【想定火口域から概ね1km以内

に影響を及ぼす水蒸気噴火の

発生】（ケース１-①）

■発生する現象：

噴石、降灰、土石流 他

【想定火口域から概ね2km以内

に影響を及ぼす水蒸気噴火の

発生】（ケース１-②）

■発生する現象：

噴石、降灰、空振、土石流、火

口噴出型泥流 他
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（６）噴火警戒レベル  
噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範囲」と防災機関や

住⺠等の「とるべき防災対応」を５段階に区分して発表する指標であり、あくま

で、噴火による影響範囲を示しており、噴火の規模を示す指標でない。 

焼岳では、平成２３年３月３１日に噴火警戒レベルが導入されており、気象庁

は、火山防災協議会で合意された避難計画等に基づき、「警戒が必要な範囲」を明

示し、噴火警戒レベルを付して噴火警報・予報を発表し、市町村等の防災機関は、

入山規制や避難指示等の防災対応をとることとなる。 
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 ［焼岳の噴火警戒レベルと過去の噴火現象］ 

注︓ここでいう「噴⽯」とは、主として風の影響を受けずに弾道を描いて⾶散する 

⼤きさのもの（⼤きな噴⽯）をいう。 
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レベル 想定される噴火現象 

１ ●火山活動は静穏、状況により火⼝内及び火⼝近傍に影響する程度の噴出の

可能性あり。 

２ ●想定火⼝域から概ね１km 以内の範囲に⼤きな噴⽯が⾶散するような

噴火が発生、または予想される。 

【過去事例】 

1962 年︓水蒸気噴火が発生し、噴⽯が旧焼岳小屋まで⾶散。約 50cm の噴

⽯が旧焼岳小屋付近に落下（火⼝から約 100m）。50cm よりも、

小さいものは約 1km まで到達。また、火⼝から直接小規模な火⼝

噴出型泥流が発生し、峠沢を流下。噴火以降は降⾬のたびに⼟⽯流

が多数発生 

３ ●想定火⼝域から概ね２km 以内の範囲に⼤きな噴⽯が⾶散するような

噴火が発生、または予想される。 

【過去事例】 

1915 年︓水蒸気噴火が発生し、火砕サージにより火⼝から 1km 程度の範

囲で倒⽊。また火⼝から流れ出した火⼝噴出型泥流が梓川をせき止

めて⼤正池を形成 

４ ●溶岩流出あるいは溶岩ドームの形成 

●火砕流、溶岩流、融雪型火山泥流（積雪期の場合）が居住地域まで到達す

るような噴火の発生が予想される。 

●火砕流、溶岩流が発生し、噴火がさらに拡⼤した場合には居住地域まで到

達すると予想される。 

【過去事例】 

約 4000 年前の噴火（下堀沢溶岩流の噴火） 

約 2300 年前の噴火（円頂丘溶岩・中尾火砕流の噴火） 

５ ●火砕流、溶岩流、融雪型火山泥流(積雪期の場合）が居住地域に到達、あ

るいはそのような噴火が切迫している。 

【過去事例】 

約 4000 年前の噴火（下堀沢溶岩流の噴火） 

約 2300 年前の噴火（円頂丘溶岩・中尾火砕流の噴火） 
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（７）監視観測体制等 

現在、焼岳周辺には気象庁・⼤学・国⼟交通省・国⼟地理院等により各種の 
   監視・観測施設が設置されている。 

① 山体・地盤の変形の把握 → ＧＮＳＳ（全地球測位システム）、傾斜計 
② 地下のマグマ、ガス等の活動の把握 → 地震計 
③ 噴火発生の把握 → 空振計 
④ 噴気・噴煙の状況、噴火活動状況の把握 → 山頂、山腹監視カメラ 
⑤ 泥流・⼟⽯流流下状況、河川流量の変化の把握 → 渓流内監視カメラ、

⼟⽯流センサ、水位・流速計 
⑥ 気象の把握 → ⾬量計、積雪計 

的確かつ充実した監視･観測体制を目指して、施設の配置や性能等について適宜 
確認・検討を⾏い、必要に応じて増設や新設、更新等の整備を図る。（関係機関に
て調整） 

国⼟交通省砂防事務所にて設置している焼岳山頂監視カメラ画像については、 
各市役所等に提供されているほか、事務所ＨＰにて静止画像（10 分間隔更新)を 
掲載している。 

また、岐⾩県側では奥⾶騨温泉郷栃尾地区・一重ヶ根地区・中尾地区の各⼾に 
ケーブルテレビを経由して焼岳画像情報が提供されている。 

焼岳の監視に活用している観測データについては、気象庁ＨＰの「火山観測 

データ」において⾒ることができる。中尾峠に設置している監視カメラ画像に 

ついては、静止画像（2 分間隔更新）を掲載している。 

監視カメラについては、保全対象施設や観光拠点施設、アクセス道路等への 
設置・増設についても各機関にて検討し、必要に応じて整備を図るものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 

焼岳映像                      ＧＮＳＳ（気象庁・⼤正池南） 
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焼岳観測点配置図（気象庁 HP より、令和６年 12 月 26 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
焼岳観測点配置図（国⼟地理院提供） 
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4 焼岳火山防災協議会 

（１）火山防災協議会の開催 

岐⾩県、⻑野県（以下、両県という。）は、火山活動が活発化した場合、地方気
象台、高山市・松本市（以下、両市という。）、防災関係機関等からなる焼岳火山
防災協議会を開催し、専門家からの説明と助言を求めるとともに火山活動に対応し
た対策を協議する。 

ただし、これらの会議を開催するいとまがない場合、個別に説明と助言を求める
ものとする。 

 
ア 焼岳火山防災協議会 

焼岳火山防災協議会は、各構成機関の地域防災計画・防災業務計画等に基づ
き、焼岳の火山災害に備え、関係機関間にて平時からの情報の共有を図るとと
もに、共通課題の研究及び噴火時の避難について共同で検討を⾏うことによ
り、事前対策及び迅速・的確な初動対応につなげる。 

 
〜〜〜焼岳火山防災協議会について〜〜〜 
・火山防災対策については、住⺠と⾏政が一体となり取り組む必要があることから、

平成１４年度に関係機関による『焼岳火山噴火警戒避難対策協議会』を設置し、火
山監視システム監視体制の整備や火山防災マップの作成など実施してきた。 

・平成２０年３月、内閣府より「噴火時の避難に係る火山防災体制の指針」が発表さ
れ、噴火警戒レベルを踏まえた防災体制の整備、市町村等周辺自治体の連携等の必
要性が示された。 

・焼岳周辺は「奥⾶騨温泉郷」、「上高地」と全国的にも有数の観光地であり、住⺠
の安全確保はもとより、観光客への迅速な対応も課題であった。 

・このため平成２２年３月、更なる地域住⺠及び観光客の安全確保対策として、御嶽
山同様『噴火警戒レベル』を踏まえた、火山防災計画を策定すべく、両県合意のも
と『焼岳火山噴火対策協議会』を設置した。 

・平成２８年３月、活動火山対策特別措置法第四条に基づく法定協議会に改組、組織
名を『焼岳火山防災協議会』に変更した。 
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【活動経過】 
平成 14 年  焼岳火山噴火警戒避難対策協議会を設置 
平成 21 年 9 月 両県知事面談 → 噴火警戒レベル導入について合意 
平成 22 年 3 月 焼岳火山噴火対策協議会担当者会議(両県個別) → 協議会設

置承認 
 9 月 焼岳現地視察(両県合同)※焼岳火山噴火緊急減災対策砂防計画検討会主

催 
平成 23 年 2 月 焼岳火山噴火対策協議会 → 火山防災計画承認 
 3 月 噴火警戒レベル導入 
平成 24 年 7 月 焼岳火山噴火対策協議会 
 10 月 焼岳現地調査（第１回）※以降、毎年開催 
平成 25 年 2 月 焼岳火山防災訓練（第１回） 
 7 月 焼岳火山噴火対策協議会 
平成 26 年 3 月 焼岳火山防災訓練（第２回） 
 7 月 焼岳火山噴火対策協議会 

 → 焼岳防災基本図承認 焼岳火山噴火⾏動計画承認 
平成 27 年 2 月 焼岳火山防災訓練（第３回） 
 7 月 焼岳火山噴火対策協議会 
 7 月 活動火山対策特別措置法改正 
平成 28 年 １月 焼岳火山防災訓練（第４回） 
平成 28 年 3 月 焼岳火山防災協議会 → 法定協議会へ改組 組織名変更 
平成 29 年 2 月 焼岳火山防災訓練（第５回） 
平成 30 年 2 月 焼岳火山防災協議会 

 → 焼岳火山防災避難計画承認 
平成 31
年 

2 月 焼岳火山防災協議会 

 
 

イ 焼岳火山防災協議会及び幹事会の構成（編成機関） 
焼岳火山防災協議会 

構成機関名 職名（氏名） 幹事会 備考 

岐⾩県 知事 ○  
⻑野県 知事 ○  
高山市 市⻑ ○ 会⻑ 
松本市 市⻑ ○ 副会⻑ 
気象庁東京管区気象台 気象防災部⻑ ○  
気象庁岐⾩地方気象台 台⻑ ○  
気象庁⻑野地方気象台 台⻑ ○  
国⼟交通省北陸地方整備局 
河川部河川計画課 

課⻑   

国⼟交通省北陸地方整備局 所⻑ ○  
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神通川水系砂防事務所 
焼岳火山防災協議会 

構成機関名 職名（氏名） 幹事会 備考 

国⼟交通省北陸地方整備局 
松本砂防事務所 

所⻑ ○  

防衛省陸上自衛隊第３５普通科連隊 連隊⻑   
防衛省陸上自衛隊第１３普通科連隊 連隊⻑   
岐⾩県警察本部 本部⻑ ○  
⻑野県警察本部 本部⻑ ○  
高山市消防本部 消防⻑   
松本広域消防局 局⻑   
国⽴⼤学法人京都⼤学防災研究所附属 
地震災害研究センター上宝観測所 

所⻑  
⼤⾒ 士朗 

  

国⽴⼤学法人信州⼤学理学部理学科 
地球学コース 

教授 
斎藤 武士 

  

国⽴研究開発法人産業技術総合研究所 
活断層・火山研究部門火山活動研究グループ 

グループ⻑  
及川 輝樹 

  

国⽴⼤学法人京都⼤学⼤学院 
農学研究科 

准教授 
宮田 秀介 

  

学校法人日本⼤学 危機管理学部 危機
管理学科 

教授 
秦 康範 

  

⾶騨市 市⻑   
環境省中部山岳国⽴公園管理事務所 所⻑   
林野庁中部森林管理局⾶騨森林管理署 署⻑   
林野庁中部森林管理局中信森林管理署 署⻑   
気象庁新潟地方気象台 地震津波火山防災 

情報調整官 
  

国⼟交通省北陸地方整備局防災室 室⻑   
国⼟交通省国⼟地理院中部地方測量部 部⻑   
国⼟交通省国⼟地理院関東地方測量部 部⻑   
岐⾩県⾶騨県事務所 所⻑ ○  
⻑野県松本地域振興局 局⻑ ○  
岐⾩県古川⼟⽊事務所 所⻑ ○  
⻑野県松本建設事務所 所⻑ ○  
岐⾩県高山警察署 署⻑ ○  
⻑野県松本警察署 署⻑ ○  
高山市消防団 団⻑   
松本市消防団 団⻑   
中日本高速道路（株） 
安房峠道路営業所 

所⻑   

（一社）奥⾶騨温泉郷観光協会 会⻑   
上高地観光旅館組合 組合⻑   
奥⾶騨温泉郷連合町内会 会⻑   
松本市上高地町会 会⻑   
北アルプス山小屋友交会 会⻑   
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ウ 協議招集 

協議会の会議は、会⻑が招集する。 
各構成機関は、噴火警戒レベルの推移に注視するとともに、各編成機関間

において協議が必要と認めるときは、事務局（⻑野県松本地域振興局または
岐⾩県⾶騨県事務所）に協議要請を⾏うものとする。事務局は、各構成機関
からの協議要請に基づき、会⻑に報告・連絡し、各構成機関は所定の場所に
参集する。 

 
エ 協議内容 

（ア）火山活動及び火山防災対策の情報交換に関すること。 
（イ）火山噴火時の警戒避難体制の整備に関すること。 
（ウ）火山防災意識の啓発活動に関すること。 

    （エ）両県の都道府県防災会議が活動火山対策特別措置法第５条（都道府県 
地域防災計画に定めるべき事項等）第２項の規定により同条第１項各号 
に掲げる事項について定める際の意⾒聴取に関すること。 

（オ）両市の市町村防災会議が同法第６条（市町村地域防災計画に定めるべ
き事項等）第３項の規定により同条第１項各号に掲げる事項について定
める際の意⾒聴取に関すること。 

（カ）その他、目的達成のため必要と思われること。 
 

（２）体制情報の共有 

各構成機関の⻑は、設置⼜は確⽴した災害対策本部、災害警戒本部等の体制の
内容について、速やかに事務局に連絡する。事務局は、同連絡に基づき、各構成
機関の体制を集約し、それぞれが体制情報を共有できるよう連携・連絡体制の徹
底を図る。 

 
（３）各構成機関の配備体制 

「5.1.1 噴火警戒レベル１」〜「5.5 噴火警戒レベル５」に記載される配備 
体制を参照 

 
（４）情報連絡体制 

    巻末資料２「情報伝達系統図」を参照 

濃⾶乗合自動⾞（株）運輸事業部 部⻑   
焼岳火山防災協議会 

構成機関名 職名（氏名） 幹事会 備考 

アルピコ交通（株）新島々営業所 所⻑   
岐⾩県タクシー協会⾶騨支部 支部⻑   
上高地タクシー運営協議会 会⻑   
奥⾶観光開発(株)新穂高ロープウェイ 総支配人   
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5 防災・避難対応（各レベル） 

平成２３年３月３１日より導入している噴火警戒レベル毎の防災対応は本章に
記載されている。ただし、当該避難計画以外の防災対策については、各関係機関
で各自が作成している地域防災計画または防災業務計画・マニュアル等で定めて
いる対応を⾏う。 

火山活動は、必ずしも噴火警戒レベルに沿って段階的に推移するものではな

い。他火山では、噴火警戒レベルが１から３や３から５となった実例もあり、焼

岳の避難計画の運用においても、そのような火山活動の推移を念頭に置いて対応

を考えておく必要がある。 

焼岳では、噴火警戒レベル３への引き上げ時には、想定火⼝域から概ね２km

まで影響を及ぼす噴火の警戒が必要である。特に引き上げ直後は、噴火が発生し

ていない状況であっても火山活動の推移について⾒通しを⽴てることが難しいこ

とから、まず全面的な規制（県道 24 号上高地公園線、国道 158 号、安房峠道路

等の通⾏規制を伴う規制。以下「全面規制」という。）を実施するため、警戒区

域を設定するものとする。 

高山市⻑及び松本市⻑（以下「両市⻑」という。）は、災害対策基本法（以下

「災対法」という。）第 63 条第１項に基づき、焼岳火山防災基本図で示す噴火

警戒レベル３の規制範囲に対して、警戒区域を設定する。これを受けて、各道路

管理者は所管する道路について規制を実施する。 

ただし、救助・救急活動を実施する者においては、この限りではない。 

なお、噴火の発生場所（火⼝の位置）や噴火規模（噴⽯の⾶散範囲）、火山性

地震、火山性微動、地殻変動等の観測状況等、火山活動の状況から県道 24 号上

高地公園線、国道 158 号、安房峠道路等において⾞両の通⾏が可能と⾒込まれる

場合には、特別に警戒区域内の県道 24 号上高地公園線、国道 158 号、安房峠道

路等の⾞両通⾏について、気象庁や火山専門家等の火山活動における⾒解を協議

会（幹事会構成機関等）に示し、その⾒解を踏まえた上で、協議会（幹事会構成

機関等）は両市⻑に助言を⾏うものとする。この際の火山専門家等の⾒解は、あ

くまで、協議会が両市⻑へ助言を⾏うための参考意⾒とする。 

協議会からの助言を踏まえ、両市⻑は、警戒区域内の県道 24 号上高地公園

線、国道 158 号、安房峠道路等の退避⾞両の通⾏可否について総合的に判断し、

可能と判断した場合には、⾞両等の通⾏を認めるものする。（部分解除） 
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両市⻑の判断を受け、各道路管理者は、警戒区域内の⾞両等の通⾏が可能とな

った場合に、所管する道路の⾞両の通⾏について判断を⾏うものとする。 

ただし、噴火による噴⽯を考慮し、オープンカー、自動⼆輪⾞、自転⾞、徒歩

による通⾏についてはその時点で判断するものとする。 

また、噴火警戒レベルが引き下げられた場合は、両市⻑は、警戒区域の設定範

囲の縮小について総合的に判断する。 

 

５．１．１ 噴火警戒レベル１ 

噴火警戒レベルに応じた具体的な防災対応 
予報警報 レベル 影響範囲内の保全対象施設及び道路 防 災 ⾏ 動 

噴 

火 

予 

報 

１ 

活
火
山
で
あ
る
こ
と
に
留
意 

噴火想定火⼝ 
（北⻄－南東 2.4km、 

北東－南⻄ 1.4km の小判型） 
 
【焼岳への登山道】 

７箇所 
(岐⾩︓２、⻑野︓３、両県︓２) 
 

 岐⾩︓中尾-新中尾峠、 
千⽯平-⻄穂山荘 

 ⻑野︓新中ノ湯-焼岳、 
    上高地-新中尾峠、 

上高地-⻄穂山荘 
 両県︓新中尾峠-焼岳、 

新中尾峠-⻄穂山荘 

火⼝内への⽴入規制等 
【登山道】 
 ・状況により判断 
 
【観光客・登山者】 
 ・ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ等で噴火予報案内 

（事前周知） 
 ・「登山届」提出の啓発、周知 
 
【レベル１における火山規制状況】 
 ・火⼝湖や噴気孔に入らないよう規制

線設置（硫化水素注意） 
 
【参考】 
 ・遭難対策協議会により、安全登

山の観点から、崩落した場所や
浮⽯等による落⽯の恐れがあ
り、転落、滑落の危険がある山
頂から８００ｍ以内を「危険地
域」と位置付け、注意を喚起す
る看板を設置（平成２年１１月
から） 
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（１）登山者・観光客等に対する注意喚起 

国・両県・両市は、各種広報媒体の活用のほか、観光事業者（観光施設、宿泊施 

   設等）、観光関係団体（観光協会等）、交通事業者等の協⼒を得て、観光施設、宿 

   泊施設、主要な駅等において、焼岳が活火山であることや火山活動の状況を掲示す 

   るとともに、併せて、各登山⼝等で火山防災マップ等を配布し、啓発に努める。 

    なお、登山者等が両市からの避難指示等を待つことなく、近くの火山現象から身 
を守れる避難場所等へ自主的に緊急退避するよう、協議会の構成機関は日頃からそ 
の周知・啓発に努める。 

 

（２）登山者の把握（登山届の提出周知） 

    ア 登山計画書（登山届）による把握 
     現在、両県において、様々な方法で登山計画書（登山届）を受け付けている。 

焼岳に関する登山計画書（登山届）の提出は以下のとおりである。 
 
     ・オンラインによる届出（コンパス等） 
     ・各登山⼝での登山計画書（登山届）投函用のポストで受付 
     ・⻑野県では⻑野県観光スポーツ部部及び松本地域振興局においても、登山計

画書を郵送等で受付 
    ・岐⾩県では防災課及び警察本部警備第⼆課においても、登山届をメール、 

ＦＡＸ、持参⼜は郵送にて受付 
    ・登山計画書（登山届）の提出を各種の広報媒体により登山者に周知徹底する

とともに、他県側に下山することも考えられるため、両県の市町村及び関係
機関での緊急時における共有体制について検討する。 

     ・登山計画書（登山届）の提出をより簡易かつ管理しやすくするために、スマ
ートフォンや携帯電話、インターネットを使用した届出等の促進を⾏う。 

 
 イ 観光関係団体との連携 

     観光協会や宿泊施設等にも協⼒を求め、登山計画書（登山届）の提出を促進 
するとともに、防災訓練等を通じて観光事業者等との情報連絡体制の継続・ 
強化を図り、緊急時における登山者の情報把握に努める。 

 
 
 

 



24 

 

５．１．２ 噴火警戒レベル１（火山活動が活発化し始めた場合） 

 
気象庁より臨時の火山の状況に関する解説情報が発表された 等 
［想定される事象］ 
・火山性地震が増加している 
・火山性微動、山体の膨張が観測されている 
・爆発⾳が聞こえた、山頂部周辺が⾚く⾒える等、地元住⺠等から焼岳の異変

に 
関する通報があっ  

 
（１）各構成機関の体制 

レベル 
体制 

岐⾩県 ⻑野県 高山市 松本市 国・関係機関
等 

レベル
1 
活火山
である
ことに
留意 

【通常体制】 
【準備体制】 
※各火山にお

いて何らか
の異常現象
が発生した
場合 

（群発地震、
火山性微動
の発生、住
⺠からの通
報など） 

※気象庁から
「火山の状
況に関する
解説情報
（臨時）が
発表された
時 

○本部  
人員増強 

○支部  
状況により 
参集 

 
 

【通常体制】 
【事前体制】 
※「レベル

２」につな
がる現象の
発生の場合 

 
○本庁・地域

振興局 
・情報収集、 

提供(関係
機 

関) 
・レベル２ 

発表時の 
対策準備 

【通常体制】 
 
※何らかの異

常現象が発
生した場合
は【準備体
制】へ移⾏ 

 

【通常体制】 
【事前体制】 
※「レベル

２」につな
がる現象の
発生の場合 

○本庁（危機
管理課⻑） 

・情報収集、 
提供(関係 
機関) 

・レベル２ 
発表時の 
対策準備 
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（２）情報の収集・伝達 

ア 情報伝達（第一報の伝達） 
     異常現象に関する情報は、常時観測を⾏っている気象庁から情報提供される 

場合と、地域住⺠・登山者等から情報提供される場合（山が⾚く⾒える、爆発⾳ 
等）が考えられる。 

     こうした現象は、噴火に直結する可能性があるため、次のとおり迅速な情報 
提供を⾏う。 

(ア) 気象庁からの情報提供があった場合 
［地方気象台］ 

気象庁から異常現象に関する連絡を受けた場合は、両県本庁防災担当課及
び協議会事務局構成機関（県・市）に対し電話により情報の伝達を⾏う。な
お、地方気象台にあっては、噴火警戒レベルの引き上げに関する情報は、速
やかに両県本庁防災担当課及び協議会事務局機関（県・市）に伝達する。 

 
【連絡先】 

岐⾩地方気象台担当機関 
058-271-4108 

⻑野地方気象台担当機関 
026-232-3773 

岐⾩県防災課 058-272-1125（直通） ⻑野県危機管理防災課 026-235-7184（直通） 
岐⾩県⾶騨県事務所 0577-33—1111（代） 

内線 211 
⻑野県松本地域振興局 0263-40-1955（代） 

内線 2322 
高山市危機管理課 0577-32-3333（代） 松本市危機管理課 0263-34-3000（代） 

内線 2713 

 
［両県］ 

「火山の状況に関する解説情報（臨時）」等気象庁からの情報を受信した
ときは、直ちに協議会構成機関のうち国・県の機関に対し、電話等による情
報伝達を⾏う。また、それぞれの市の対応状況についても随時情報収集を図
りながら、両県事務局内における情報の共有を図る。 

 
［両市］ 

「火山の状況に関する解説情報（臨時）」等気象庁からの情報を受信した
ときは、直ちに、協議会構成機関のうち、自治会、観光協会等の地元団体に
対し、電話等による情報伝達を⾏う。また、それぞれの市の支所に対しても
情報提供を⾏う。 
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(ｲ) 地元住⺠・登山者等から通報があった場合 
［異常現象を発⾒した者］ 

災害が発生するおそれがある異常な現象を発⾒した者は、遅滞なく、その
旨を両市⼜は警察官に通報しなければならない。（災対法第 54 条） 

 
［第一報受信機関（警察・両市）］ 

住⺠や観光客が発⾒した異常現象については、第一に警察署や両市へもた
らされる。この場合、下記の通報系統図その他必要な機関へ連絡する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 住⺠・登山者・観光客への火山活動の情報の伝達 
（ア）火山活動の情報の伝達 

両市は、必要に応じ、防災⾏政無線等により、日本語及び多様な言語で
火山活動の状況の伝達を⾏う。 

 
観測事項 広 報 文 

火山の状況に関する解説情報
（臨時） 

異常噴気を観測 

 
本日○○時気象庁から、焼岳における臨時の火

山の状況に関する解説情報が発表されました。 
 
 焼岳において通常と異なる（箇所・規模の） 
噴気が上がっております。今後の情報に注意して 
ください。 
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火山の状況に関する解説情

報（臨時） 

火山性地震が増加 

 
本日○○時気象庁から、焼岳における臨時の

火山の状況に関する解説情報が発表されまし
た。 

 
焼岳周辺において火山性地震が増加しており

ます。今後の情報に注意してください。 
 

火山の状況に関する解説情報
（臨時） 

火山性微動・山体の膨張を 
観測 

 
本日○○時気象庁から、焼岳における臨時の火

山の状況に関する解説情報が発表されました。 
 

焼岳において火山性微動、山体の膨張が観測さ
れております。今後の情報に注意してください。 

 
 

 (ｲ) 避難情報の発令 
両市は、必要に応じ、防災⾏政無線等により、日本語及び多様な言語で

避難に関する伝達を⾏う。 

 
 

ウ 観測情報の継続的な収集・提供 
［地方気象台］ 

気象庁、火山専門家から観測情報について定期的に情報収集を⾏い、自県の
協議会事務局構成機関（県・市）に対して情報提供を⾏う。 

 
［事務局（県・市）、関係機関］ 

気象庁から発表された情報を受けたときは、事務局は協議会構成機関及び支
所等に対し、情報提供を⾏う。 

住⺠や観光客等からの問い合わせの状況を勘案して、気象庁、火山専門家等
と調整して、当該現象の解説や今後の噴火の可能性等に関して、気象庁、火山

避難に関する事項 広 報 文 

高齢者等避難 
《火山活動の情報の後に伝達》 
 高齢者等避難、高齢者等避難。火山活動に伴

う、高齢者等避難を発令します。 

避難指示 
《火山活動の情報の後に伝達》 
 避難指示、避難指示。火山活動に伴う、避難指

示を発令します。 
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専門家による記者会⾒や記者発表等を実施する。 
両市およびその他関係機関においては、平常時よりもさらに地元住⺠・観光

客等への情報伝達を強化し、注意喚起を実施する。 
 
〇注意喚起 
［両市、関係機関］  

登山⼝における登山者への注意喚起の実施（臨時看板等の設置） 
焼岳小屋及び各施設（新穂高登山指導センター、上高地インフォメーション
センター等）における登山者への注意喚起の実施（火山解説情報等の掲示、
周辺登山者への呼びかけ等） 

 
エ 航空観測等の実施 

［気象庁・地方気象台・地方整備局・国⼟地理院等］ 
各機関で航空観測を実施するときは、その日程及び結果等について、両県防

災担当課及び事務局（県・市）へ情報提供を⾏う。 
 

［県防災担当課］ 
ヘリコプターの出動について要請を受けたときは、もう一方の県の防災担当

課と相互に調整して、防災ヘリコプターを出動させる。ただし、緊急搬送その
他の事情により防災ヘリコプターが出動できないときは、警察ヘリコプター
等、他機関の所管するヘリコプターの出動を要請する。 

航空観測等を実施するときは、事務局（県）に対してその旨を連絡する。 
 

【各機関が管理するヘリコプター】 
 岐⾩県   防災ヘリコプター（２機） 
 ⻑野県   防災ヘリコプター（１機） 
 岐⾩県警察 警察ヘリコプター（１機） 
 ⻑野県警察 警察ヘリコプター（２機） 
 国⼟交通省 北陸地方整備局（１機） 
 ※その他 
 松本市 （⺠間航空会社へ協定に基づき要請実施） 
 
【焼岳山麓地域のヘリポート】 
 岐⾩県 鍋平ヘリポート（高山市奥⾶騨温泉郷） 
     一重ヶ根ヘリポート（高山市奥⾶騨温泉郷） 
 ⻑野県 玄文沢（松本市上高地） 
     市営沢渡駐⾞場（松本市沢渡） 
     沢渡ヘリポート（松本市沢渡） 
   （消防防災ヘリコプター場外離着陸場） 
     明神、徳澤、奥⼜⽩（松本市上高地） 
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［事務局（県・市）］ 
事務局（県）は、観測の実施について連絡を受けたときは、直ちに事務局

（市）にその旨連絡を⾏う。 
観測等の結果が得られた場合は、その結果を速やかに協議会構成機関へ連絡

するとともに、⽴入禁止区域の拡⼤、登山自粛の要請等の措置について協議が
必要と認められる場合は、関係機関による合同会議の招集を⾏う。会議を開催
する猶予がない場合においては、両市の判断において措置を決定する。 

 
（３）火口周辺の規制 

ア ⽴⼊禁⽌区域の設定の検討 
［事務局（県・市）］ 

（２）エによる観測結果⼜は異常な現象の推移等を踏まえて、⽴入禁止区域 
の設定を検討する必要があると考えられる場合は、幹事、気象庁、火山専門 
家のほか、警察等の防災関係機関による合同会議を招集する。 

突発的な事象が発生した場合等により、会議を開催する猶予がない場合に 
おいては、両市の判断において⽴入禁止区域を決定する。両県は必要に応
じ、⽴入禁止区域の設定を提言する。 

 
［幹事会構成機関、関係機関］ 

合同会議は、テレビ会議システム等、両県間を接続する情報通信手段を通じ
て、両県別会場で実施する。 

合同会議において、⽴入禁止区域の設定の措置が必要と認められた場合は、
両県幹事⻑は、両市⻑に対して、直ちにその旨を報告し、必要な措置をとるよ
う要請する。 

 
［両市］ 

両県幹事⻑から、⽴入禁止区域の設定について報告及び要請があったとき
は、両市⻑は、協議して⽴入禁止区域の設定に関して必要な措置を実施するも
のとする。 

山小屋への情報提供について、必要な場合は、事務局（県）及び県警察に対
し、協⼒を要請する。 

 
［高山警察署・松本警察署］ 

市から協⼒要請があったときは、山岳警備隊等を通じて、焼岳周辺部の山小
屋に対して、⽴入禁止区域の設定を登山者に周知するよう要請する。 
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イ 臨時協議会・地元説明会等の開催 
［事務局（県・市）］ 

異常現象の推移や防災対応の実施状況等について情報共有するために必要と
認められるときは、臨時に協議会事務局会議及び地元説明会等を開催する。 

臨時の会議では、Web 会議等を活用して両県における防災対応の確認・
共有を図る。 

 
 

（４）登山者等の避難誘導 

⽴ち入り禁止区域を設定した場合で、区域内に登山者等がいることが確認された

場合は、区域外に出るよう、焼岳周辺部の山小屋や携帯メール、ヘリ等を通じて、

連絡する。 

⽴ち入り禁止区域を想定火⼝内で設定した場合、焼岳山頂部にいる登山者等に 

対しては、新中ノ湯登山⼝からの登山道は噴⽯影響範囲での歩⾏距離が⻑いことか

ら、焼岳小屋方向へ下山することを促す。 

焼岳小屋では、下山してきた登山者等に、新中ノ湯登山⼝に自家用⾞を止めてい

る者がいるかどうか聞き取り、上高地バスターミナルから新中ノ湯登山⼝へのアク

セスについて情報提供を⾏う。 

 
 

（５）避難促進施設の避難支援 

両市の地域防災計画に記載される避難促進施設は、突発的に噴火した場合、噴⽯等
から利用者等を守るため、避難場所等への緊急退避の誘導を⾏う。 

避難促進施設は、火山活動の状況等に応じて、両市との協議により連携し避難所等 
までの避難誘導にあたる。また、避難促進施設は、施設に緊急退避した人数や負傷者
の有無などの状況を、両市に報告する。 

両市は火山活動の状況等を踏まえ、避難促進施設と協議し、緊急退避後の避難誘導 

の実施時期を決定し、施設と連携して避難誘導にあたる。 
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５．２ 噴火警戒レベル２ 

噴火警戒レベル２ 
 ［想定される事象］ 
・⼤きな噴⽯が想定火⼝から概ね 1km 以内に⾶散する噴火の発生、またはその

可能性 
・火山性地震の増加、火山性微動、山体の膨張等が観測されている 

 

予報警報 レベル 影響範囲内の保全対象施設及び道路 防 災 ⾏ 動  

火
⼝
周
辺
警
報 

２ 

火
⼝
周
辺
規
制 

【施  設】 
 ・焼岳小屋 
 
【登山道】 
 岐⾩︓中尾-新中尾峠 
 ⻑野︓新中ノ湯-焼岳、 

上高地-新中尾峠 
 両県︓新中尾峠-焼岳、 

新中尾峠-⻄穂山荘 
 

【施  設】 → 閉 鎖 
 ・焼岳小屋（松本市管理） 
 
【登山道】→登山禁止（５／７ルート) 
 岐⾩︓中尾-新中尾峠 
 ⻑野︓新中ノ湯-焼岳、 

上高地-新中尾峠 
 両県︓新中尾峠-焼岳、 

新中尾峠-⻄穂山荘 
 
【道 路】 → 注意喚起 
 ・安房峠道路 

［中日本高速］ 
 ・国道１５８号 

［両県］ 
 ・国道４７１号 

［岐⾩県］ 
 ・県道４７５号槍ヶ岳公園線 

［岐⾩県］ 
 ・県道２４号上高地公園線 

［⻑野県］ 
 
【観光客・登山者】→注意喚起 
 ・両県ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ等で注意喚起 
 ・⻄穂山荘のほか山小屋へ注意喚起 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【噴⽯以外の注意現象】レベル２〜 

降灰、降灰後の⾬による⼟⽯流、
火山性地震による落⽯等（状況に
応じ道路通⾏規制を⾏う可能性あ
り） 
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（１）各機関の体制 

レベル 
体制 

岐⾩県 ⻑野県 高山市 松本市 国・関係機
関等 

レベル 2 
火⼝周辺
規制 

【警戒準備体
制】 
○本庁(危機管

理部職員等) 
 
○⾶騨県事務

所（防災担
当） 

 
 
・各関係機関 

への情報 
提供 

・各関係機関 
の対応把握 

【警戒連絡会
議】 
○本庁(危機管

理防災課職
員等) 

○松本地域振
興局（総務
管理課担当
等） 

 
・各関係機関 

への情報 
提供 

・各関係機関 
の対応把握 

【準備体制】 
○本庁(危機管

理課)及び支
所（上宝） 

 
 
 
 
 
・情報収集、 

提供（関係 
機関） 

・レベル３ 
発表時の 
対策準備 

・情報収集、 
提供（観光 
客、施設 
等） 

・影響範囲 
入山規制 
看板等の 
設置 

・警戒区域の 
設定（想定
火⼝より 
1km 圏内） 

 

【警戒体制】 
○本庁(危機管

理部)及び各
部 

 
 
 
 
 
・情報収集、 

提供（関係 
機関） 

・レベル３ 
発表時の 
対策準備 

・情報収集、 
提供（観光 
客、施設 
等） 

・影響範囲 
入山規制 
看板等の 
設置 

・警戒区域の 
設定（想定
火⼝より 
1km 圏内) 

【準備体制】 
○現地本部設

置準備 
※学識経験者

現地入状況
分析 

 

 

（２）情報の収集・伝達 

 ［各機関］ 
噴火警戒レベル１（火山活動が活発化し始めた場合）における対応と同様の 

手順により対応を⾏う。 
なお、地方気象台にあっては、噴火警戒レベルの引き上げに関する情報は、 

速やかに伝達する。 
両市は突発的な噴火を認知した場合、焼岳火山防災協議会等の助言を待たず、 

噴火の発生と危険な地域への⽴入規制を伝達する。 
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 ［両市］ 
両市は、必要に応じ、防災⾏政無線等により、日本語及び多様な言語で

火山活動の状況の伝達を⾏う。 
 

観測事項 広 報 文 

避難が必要な異常噴気を観測 

① 住⺠等に影響のある噴気 
 本日○○時焼岳で異常な噴気が発生しまし
た。 

  建物内に避難してください。異常噴気を観測
しました。指示があるまで屋内退避してくださ
い。（繰り返し） 

② 住⺠等に影響の少ない噴気 
  本日○○時焼岳で異常な噴気が発生しまし

た。 
  火⼝から離れる方向に避難してください。異

常噴気を観測しました。（繰り返し） 

避難が必要な火山ガスを観測 

 本日○○時焼岳で危険な火山ガスが発生しまし
た。 

建物内に避難してください。危険な火山ガスを
観測しました。指示があるまで屋内退避してくだ
さい。（繰り返し） 

避難が必要な噴火を観測 

① 住⺠等に影響のある噴火 
 本日○○時焼岳で噴火が発生しました。 
 建物内に避難してください。噴火しました。指

示があるまで屋内退避してください。（繰り返
し） 

② 住⺠等に影響の少ない噴火 
 本日○○時焼岳で噴火が発生しました。 
  火⼝から離れる方向に避難してください。噴

火しました。（繰り返し） 
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（３）火口周辺の規制 

 ［事務局（県・市）］ 
     噴火警戒レベルの引き上げに関する情報の伝達とあわせて、本計画に基づく 

対応を開始するよう関係機関へ依頼する。 
［防災計画上の対応が必要な機関］ 

     各機関は、次の対応を開始する。 
 

 
○施設閉鎖・規制措置 
【施設閉鎖】 
 ［松本市］  

焼岳小屋 
  
【登山道閉鎖】 
 ［高山市・松本市］ 

新中尾峠-焼岳、新中尾峠-⻄穂山荘 
 ［高山市］ 

中尾-新中尾峠 
 ［松本市］   

新中ノ湯－焼岳、上高地-新中尾峠 
【道路規制（注意喚起）】 
 ［古川⼟⽊事務所・松本建設事務所］ 
   国道１５８号  
 ［古川⼟⽊事務所］ 
   国道４７１号、県道４７５号槍ヶ岳公園線  

［松本建設事務所］ 
県道２４号上高地公園線 

［中日本高速道路（株）安房峠道路料⾦所］ 
安房峠道路  

 ※上記の各道路について、状況に応じて通⾏規制を⾏う可能性あり。 
 
○規制周知・注意喚起 

［高山市・松本市、関係機関］ 
各施設（新穂高登山指導センター、上高地インフォメーションセンター、沢渡ナ

ショナルパークゲート等）における登山者への規制周知・注意喚起の実施（火山解
説情報等の掲示、周辺登山者への呼びかけ等） 

主要観光拠点（平湯・上高地バスターミナル、道の駅等）への情報提供及び掲示
物等による観光・宿泊客への規制周知・注意喚起の実施 

［松本市］ 
⻄穂山荘のほか山小屋へ注意喚起 

［⾶騨県事務所・高山⼟⽊事務所・古川⼟⽊事務所・松本地域振興局・松本建設事務 
所］ 

国・県管理道路の情報表示板における規制周知・注意喚起 
岐⾩県→高山国道事務所・富山河川国道事務所・高山⼟⽊事務所・古川⼟⽊ 
事務所 
⻑野県→松本建設事務所 
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 ［公共交通機関］ 
   対象路線の運転士に対する無線による情報共有の実施。緊急案内による利用客 

への規制周知・注意喚起の実施 
 

 

（４）実施状況の集約 

［各機関］ 
各機関の防災対応の実施状況について、随時、事務局（県）へ状況報告を⾏

う。 
 

［事務局（県）］ 
     対応状況に関して情報集約を⾏い、自県の協議会構成機関へ情報提供を⾏うと 

ともに、もう一方の県に対して情報提供を⾏う。 
 

（５）観測情報等の収集・提供、航空観測の実施 

ア 観測情報等の収集・提供 
［気象庁・地方気象台・国⼟地理院］ 

観測結果及びその評価、今後の⾒通し等に関する情報や航空観測の必要性に
関して、火山専門家からの意⾒等の収集に努め、随時、県防災担当課及び事務
局（県・市）へ情報提供する。 

 
［両市］ 

    気象庁⼜は気象台から提供された情報で、速やかに住⺠等に周知する必要が
ある情報は、防災無線等を通じて周知を⾏う。 

 
［事務局（県・市）］  

気象庁⼜は地方気象台から情報の提供を受けたときは、速やかに協議会構成
機関へ情報伝達を⾏う。 

 
イ 航空観測の実施 

5.1.2 噴火警戒レベル１（火山活動が活発化し始めた場合）（２）エを参
照。 
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（６）登山者等の避難誘導 

ア 登山者等の緊急退避とその後の避難誘導 
   緊急退避とは、噴⽯等から身を守るために緊急的に「建物内に入る」、「建

物内のより安全な場所へ移動する」、「より安全な別の建物へ移動する」など
の⾏動を指す。緊急退避は、両市の指示がなくとも、登山者等、もしくは両市
の地域防災計画で指定する避難促進施設が自ら⾏うことが必要である。 

      両市は登山者等に対して緊急退避を呼び掛けるとともに、避難促進施設等と
も連携し、協議会での協議を踏まえ、緊急退避後の避難誘導にあたる。その際
の退避は徒歩や自家用⾞等で⾏うことを基本とするが、移動手段のない人のた
めの避難手段については、両市がその確保に努める。 

協議会の構成機関は、協議会において登山者等の避難誘導の実施時期につい
て協議する。また、両市等が⾏う登山者等の緊急退避後の避難誘導、輸送手段
の確保について支援する。 

気象庁、火山専門家等は火山活動の推移予測等から、緊急退避後の避難誘導
の実施時期について協議会（両市等）へ助言を⾏う。 

警察、消防、自衛隊は両市、道路管理者等と協⼒し、交通整理・誘導、規制
や⽴ち入り制限等を⾏って登山者等の緊急退避後の避難誘導にあたる。 

観光関係団体・観光関係事業者等火⼝付近等で活動している機関・団体は、
自らの安全を確保し、登山者等に対して、緊急退避の呼びかけや緊急退避の誘
導を⾏う。 

 
イ 緊急退避を⾏わない場合の登山者等の避難誘導 

両市は協議会での協議を踏まえ、避難促進施設等とも連携し、登山者等の避
難所等もしくは規制範囲外までの避難誘導にあたる。 

     その際の避難は、徒歩や自家用⾞等で⾏うことを基本とするが、移動手段の
ない人のための避難手段については、両市がその確保に努める。 

協議会の構成機関は、協議会において、登山者等の避難誘導について協議 
する。 

両県は両市が⾏う登山者等の避難誘導、輸送手段の確保等について支援す
る。 

警察、消防、自衛隊は、両市、道路管理者等と協⼒し、交通整理・誘導、規
制や⽴ち入り制限等を⾏って、登山者等の避難誘導にあたる。 
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（７）⼊山者に対する注意喚起の実施 

［事務局（県・市）］ 
     それぞれ警察及び関係する協議会構成機関・団体と、入山者に対する注意喚起 

及び閉鎖する登山道からの退避の呼びかけの実施方法について協議する。 
 

［関係機関・団体］ 
     協議の結果に基づいて、それぞれの機関・団体が実施可能な手段により、 

入山者に対する注意喚起及び登山道からの退避の呼びかけを⾏う。 
 

   ［高山警察署・松本警察署］ 
  事務局（県・市）から要請を受けたときは、山岳警備隊等を通じて、焼岳周辺 

の山小屋に対して情報提供を⾏い、登山者に周知するよう要請する。 
 

（８）要配慮者等の避難準備 

       両市は、要配慮者等に対して避難準備を呼びかけるとともに、要配慮者等が自
主避難することを想定し、対応を⾏う。 

 
（９）避難促進施設の避難支援 

5.1.2 噴火警戒レベル１（火山活動が活発化し始めた場合）（５）を参照 
 

（10）被災状況の調査 

［関係各機関］ 
     噴火の推移を⾒ながら、被害の発生状況に関する調査を実施し、危険区域の調

査については、原則として防災ヘリコプターによる航空調査を実施する。航空調
査を要請するときは、事務局（県）へその旨を連絡する。 

 
［事務局（県）］ 

     関係各機関からの要請を踏まえて、航空調査の実施計画を⽴案し、県防災担当
課に対して防災ヘリコプターの出動を要請する。実施計画については、もう一方
の県の事務局（県）との情報共有を図る。 

 
［県防災担当課］ 

事務局（県）からの要請があったときは、防災ヘリコプターの出動について調
整し、出動を決定する。ただし、緊急搬送その他の事情により防災ヘリコプター
の出動ができないときは、他機関が所管するヘリコプターの出動を要請する。 
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［調査機関］ 

被災地の映像、画像等を入手したときは、気象庁及び地方気象台、事務局
（県・市）、火山専門家等との情報共有に努める。 

 
 

（11）報道発表等の災害広報 

［両県、事務局（県・市）］ 
     関係機関から集約した情報について、報道機関への発表を⾏う。この場合は、

両県の防災担当課及び事務局（県・市）において、発表内容のほか、発表時間、
間隔等について事前に調整を⾏う。 

 
【役割分担】 

県本庁→県政記者クラブ 
事務局（市）→市政記者クラブ 
事務局（県・市）→現地へ参集している記者団 

 
［両県・両市］ 

   報道機関への発表のほか、各県市が報道機関と締結している協定等を活用し
て、地域住⺠・観光客等に向けて、防災上の注意事項等について広報を実施す
る。 

     特に、これから登山を⾏おうとする者に対する入山規制の周知については、県
警察、観光事業者ほか協議会構成機関と連携して、⼗分な広報に努める。 

 
［事務局（県・市）］ 

    現地へ参集している報道関係者に対して、⽴入禁止区域への⽴入制限や防災上
の注意点の周知など、取材上の注意に関して周知を⾏うとともに、噴火の拡⼤の
可能性があり、報道関係者に危険が及ぶ可能性が高まっていると認められる場合
は、取材エリアの指定等の対応を実施する。 

 
（12）情報の共有 

［事務局（県・市）・各機関］ 
     各機関は、それぞれ収集した情報について、関係機関と共有するよう努める。

特に、道路や登山道の規制等、両県が連携して対応する必要がある事項について
は、両県の担当機関は、相互の情報の共有に努める。 

事務局（県・市）においては、両県間における情報共有のほか、火山専門家等
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から収集した情報や国（本府省庁）の動向、それぞれに対策を実施する中で発生
した課題等について、随時情報共有を⾏い、全体状況の把握に努める。 

     事務局（県・市）は、特に、両県の幹事会構成機関その他関係機関による合同
協議が必要と認められる場合は、合同会議を招集する。なお開催にあたって会場
が各県毎となる場合は、テレビ会議システム等を用い、両県合同開催となるよう
努める。 

 
（13）降灰による⼟⽯流の緊急調査等の実施（既に噴火が発生している場合） 

［地方整備局等］ 
     ⼟砂災害防止法に基づく緊急調査を実施するときは、県砂防部局及び事務局

（県・市）に対し、調査の実施について連絡する。 
     緊急調査の結果、降灰による⼟⽯流等、⼟砂災害の発生の危険性、また退避・

避難に関する措置をとる必要性があると認められた場合は、該当する県及び市に
対して、その旨を通知⼜は助言する。 

 
［該当市］ 

     地方整備局等から通知⼜は助言を受けたときは、地方整備局等の調査結果等に
基づき、退避・避難の検討・実施を⾏う。この場合に、技術的な支援が必要なと
きは、地方整備局等⼜は県⼟⽊（建設）事務所に対し、職員の派遣等の支援を要
請する。 

 
［該当県の地方気象台・防災担当課］ 

相互に連携して、降⾬予報等の気象情報が該当市に対して迅速に伝達するよう
努める。 
※避難指示発令以降の対応については、該当市の地域防災計画等に基づき実施する。 

 
 

（14）その他 

［両県・両市］ 
     被害の発生状況、降灰による⼟⽯流の発生危険性等の状況を踏まえて、焼岳火

山防災計画に関わらず、災害対策本部等の設置を前倒しする必要があるときは、
それぞれの地域防災計画に定めるところにより設置を⾏う。 

この場合、他の事務局構成機関に対して、災害対策本部等を設置した旨を連絡
し、⼗分な連絡体制の確保に努める。 
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５.３.1 噴火警戒レベル３(全面規制) 

（運用判断基準） 

〇噴火警戒レベル３の発表、引上げ時 
噴火警戒レベル３（全面規制） 
［想定される事象］ 
・⼤きな噴⽯が１km を超え２km まで⾶散 
・⼤きな噴⽯が概ね１km 程度まで多数⾶散 
・噴火の噴出物の物質調査によりマグマ噴火の可能性があると判断 
・噴火していない（想定火⼝のどこから噴火するかわからない）状況で、火山性地震
の急増や、明瞭な傾斜変動等が発生し、想定火⼝から概ね２km の範囲に影響を及ぼ
す噴火の可能性 
・噴火の発生により、県道 24 号上高地公園線、国道 158 号、安房峠道路等に噴
⽯の⾶散、火山灰の堆積等により、⾞両通⾏不可と判断 

 

予報警報 レベル 影響範囲内の保全対象施設及び道路  防 災 ⾏ 動 

火
⼝
周
辺
警
報 

３ 
 

入
山
規
制
︵
全
面
規
制
︶ 

【施 設】 

 ・中ノ湯温泉旅館  

・大正池ホテル 
 ・中ノ湯売店 
 ・長野県中ノ湯観測施設 
 ・東京電力大正池管理所 

 ・中尾地熱発電所 

 

 

 

【道 路】 
 ・安房峠道路 

［中日本高速］ 
 ・国道158号 

［両県］ 
 ・県道24号上高地公園線 

［長野県］ 
 ・その他林道、作業道 

［両県］ 

【施 設】 → 閉 鎖 

 ・中ノ湯温泉旅館 

 ・大正池ホテル 
 ・中ノ湯売店 
 ・長野県中ノ湯観測施設 
 ・東京電力大正池管理所 

 ・中尾地熱発電所 

 ※坂巻温泉：国道 158 号の通行規

制に伴う閉鎖を検討 

 

【道 路】 → 通行規制（退避車両

通行不可） 
 ・安房峠道路（平湯－中ノ湯） 

［中日本高速］ 
 ・国道158号（平湯－沢渡） 

［両県］ 
 ・県道24号上高地公園線（全区間）

［長野県］ 
・その他林道、作業道 

［両県］ 
※県道475号槍ヶ岳公園線→通行規

制準備 
 
【上高地】 → 観光客は安全な場所

で待機 
 ・県道24号上高地公園線→立入禁止

（退避車両も通行不可） 

・観光客→安全な場所で待機（県道

24号上高地公園線に噴石飛散） 
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予報警報 レベル 影響範囲内の保全対象施設及び道路  防 災 ⾏ 動 

火
⼝
周
辺
警
報 

３ 
 

入
山
規
制
︵
全
面
規
制
︶ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

【新穂高ロープウェイ】→営業休止

（降灰・噴石危惧） 
・観光客→退避 

 ※県道 475 号槍ヶ岳公園線降灰、

落石等による通行規制の可能性

あり 

 

【登山道】→登山禁止（７／７ルー

ト） 
 岐阜：上千石-西穂山荘 

 ※西穂山荘登山者→退避 
 長野：上高地-西穂山荘 

※県道24号上高地公園線立入規制に

伴い登山禁止 

 
【観光客】→ 退避 

・両県バスターミナル等で火口周辺

警報案内（注意喚起） 

・各種道路表示板等にて県道24号

上高地公園線立入規制、新穂高ロ

ープウェイ休止を周知 
 
【住 民】 → 高齢者等避難発令 

（要配慮者対策） 

岐阜県 
 ・蒲田川流域（地区：新穂高、中

尾、神坂、栃尾） 

 ・高原川流域（地区：平湯、福地、

一重ヶ根、村上、柏当、 

今見、田頃家、蓼之俣、笹嶋） 

 ※最終的な避難判断は火山活動状

況を踏まえ高山市長が判断す

る。（現地本部にて検討） 

 

※上記はレベル２の対応に加え必要となる 

【上高地】観光客は安全な場所で待
機 

レベル３（全面規制）では⼤きな
噴⽯が県道 24 号上高地公園線に⾶
散している状況であり、退避不可 

 
【新穂高ロープウェイ】 退避開始 

県道 475 号槍ヶ岳公園線は、新
穂高ロープウェイに繋がる唯一の路
線であり、降灰、落⽯等の影響を受
け通⾏不可となった場合、代替えル
ートはない。 

このため、県道が安全に使用でき
る段階で全ての観光客を退避させ
る。 
※ロープウェイは登山者の退避のみ
運⾏可 

【居住地域】高齢者等避難発令 
（要配慮者対策） 

居住地域についても直接噴⽯の影
響はないと想定されるが、避難路の
安全を踏まえ、この段階で高齢者等
避難を発令する。 

なお、⼤きな噴⽯等の影響が居住
地域まで達する場合は、噴火警戒レ
ベルが４に引き上げられる。 

噴火警戒レベル３（全面規制）は噴
火警戒レベル３の発表、引上げ時に運
用される。 

想定火⼝から約２ km 以内の道路
は全て通⾏規制を実施。（退避⾞両
も通⾏不可） 
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（１）各構成機関の体制 

レベル 
体制 

岐⾩県 ⻑野県 高山市 松本市 国・関係機関
等 

レベル３ 
入山規制 

【警戒体制】 
○火山災害警

戒本部設
置︓副知事 

○火山災害警 
戒本部⾶騨 
支部設置︓ 
所⻑ 
 
 

・各関係機関 
への情報 
提供 

・各関係機関 
の対応把握 

・道路規制 
 情報の周知 

(⼟⽊) 

【警戒・対策
本部】 
○警戒・対策

本部設置︓
副知事⼜は
危機管理部
⻑ 

○火山災害警
戒松本地方
部設置︓局
⻑ 

・各関係機関 
への情報 
提供 

・各関係機関 
の対応把握 

・道路規制 
情報の周知 
(建設) 

【警戒体制】 
○火山災害対

策本部設
置︓市⻑ 

○支所（上
宝）︓ 
支所⻑→ 
合同本部 
 
 

・情報収集、 
提供、広報 

・観光客、住 
⺠等避難 
対策 

・被害状況 
調査 

・⽴入規制看 
板等の設置 

・警戒区域の 
設定（想定
火⼝より
2km 圏内) 

【非常体制】 
○焼岳噴火対

策本部設
置︓副市⻑ 

・情報収集、 
提供、広報 

・観光客、住 
⺠等避難 
対策 

・被害状況 
調査 

 
○焼岳噴火対

策現地本部
設置︓災害
対策本部⻑
が指名する
職員 

・情報収集、 
提供 

・⽴入規制看 
板等の設置 

・警戒区域の 
設定（想定
火⼝より
2km 圏内） 

【警戒体制】 
■岐⾩県 

上宝支所 
○岐⾩県現地

警戒本部設
置(合同)※
原則協議会
メンバー参
集 

※県︓防災 
対策監 

市︓支所⻑ 
国︓気象

庁、国
交省等 

 
■⻑野県 

安曇支所 
○⻑野県現地

対策本部設
置(合同)※
原則協議会
メンバー参
集 

※県︓本部⻑
の指名
する者 

市︓災害対
策本部
⻑が指
名する
職員 

国︓気象
庁、国
交省等 

 

 

（２）情報の収集・伝達 

 5.2 噴火警戒レベル２（２）を参照 
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（３）⼊山規制 

 ［事務局（県・市）］ 
     噴火警戒レベルの引き上げに関する情報の伝達とあわせて、本計画に基づく 

対応を開始するよう関係機関へ依頼する。 
［防災計画上の対応が必要な機関］ 

     各機関は、次の対応を開始する。 
 
 

 
○施設閉鎖・規制措置 
【施設閉鎖】 
 ［松本市］  

焼岳小屋 
  ［各施設管理者］  
   中ノ湯温泉旅館、⼤正池ホテル、中ノ湯売店、⻑野県中ノ湯観測施設、 

中尾地熱発電所、東京電⼒⼤正池管理所 
   ※坂巻温泉︓国道１５８号の通⾏規制に伴う閉鎖を検討 
 
【登山道閉鎖】 
 ［高山市・松本市］ 

新中尾峠-焼岳、新中尾峠-⻄穂山荘 
［高山市］ 

中尾-新中尾峠、上千⽯-⻄穂山荘 
 ［松本市］   

新中ノ湯－焼岳、上高地-新中尾峠 
［松本市］   

新中ノ湯－焼岳、上高地-新中尾峠、上高地-⻄穂山荘 
 

【道路規制（完全封鎖）】 
［古川⼟⽊事務所・松本建設事務所］ 

国道 158 号（平湯-沢渡） 
［松本建設事務所］ 

県道 24 号上高地公園線（全区間） 
［中日本高速道路（株）安房峠道路料⾦所］ 

安房峠道路（平湯-中ノ湯） 
 

○退避⾏動の開始（レベル３（全面規制）の場合） 
［松本市、関係機関］ 

県道２４号上高地公園線通⾏規制のため、上高地の観光客は安全な場所で待機 
［高山市、関係機関］ 

⻄穂山荘の登山者退避（新穂高ロープウェイ⼜は富山県方面） 
※退避が困難な場合は、安全な場所で待機 
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○高齢者等避難発令（レベル３（全面規制）の場合） 

［高山市］ 
奥⾶騨温泉郷新穂高、中尾、神坂、栃尾、平湯、福地、一重ヶ根、村上、柏当、 

今⾒、田頃家、蓼之俣、笹嶋 
 

○規制周知・注意喚起 
［高山市・松本市、関係機関］ 

各施設（新穂高登山指導センター、上高地インフォメーションセンター、沢渡ナショ
ナルパークゲート等）における登山者への規制周知・注意喚起の実施（火山解説情報等
の掲示、周辺登山者への呼びかけ等） 

主要観光拠点（平湯・上高地バスターミナル、道の駅等）への情報提供及び掲示物等
による観光・宿泊客への規制周知・注意喚起の実施 

［松本市］ 
⻄穂山荘のほか山小屋へ注意喚起 

［⾶騨県事務所・高山⼟⽊事務所・古川⼟⽊事務所・松本地域振興局・松本建設事務所］ 
国・県管理道路の情報表示板における規制周知・注意喚起 

岐⾩県→高山国道事務所・富山河川国道事務所・高山⼟⽊事務所・古川⼟⽊事務所 
⻑野県→松本建設事務所 

［公共交通機関］ 
対象路線の運転士に対する無線による情報共有の実施。緊急案内による利用客への規

制周知・注意喚起の実施等による観光・宿泊客への規制周知・注意喚起の実施 
 

 

    以下の項目については、５.2 噴火警戒レベル２（４）〜（１４）を参照 
 

（４）実施状況の集約 

（５）観測情報等の収集・提供、航空観測の実施 

（６）登山者等の避難誘導 

（７）⼊山者に対する注意喚起の実施 

（８）要配慮者等の避難準備 

（９）避難促進施設の避難支援 

（１０）被災状況の調査 

（１１）報道発表等の災害広報 

（１２）情報の共有 

（１３）降灰による⼟⽯流の緊急調査等の実施（既に噴火が発生している場合） 

（１４）その他 
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５.３.2 噴火警戒レベル３(部分解除) 

 
（運用判断基準） 

噴火警戒レベルは３であるが、上記の［想定される事象］に該当する場合で、県道 
24 号上高地公園線、国道 158 号、安房峠道路に噴⽯の降下や火山灰の堆積等はある 
ものの、⾞両の通⾏には支障がない状況で、協議会に対し火山専門家や気象庁から、 
県道 24 号上高地公園線、国道 158 号、安房峠道路等への火山活動による影響の可能 
性は低いものとの助言があった場合 
 

以上に該当した場合、その他の状況を総合的に勘案し、両市⻑は、災対法第 63 条
第１項に基づく警戒区域設定区間のうち、県道 24 号上高地公園線、国道 158 号、安
房峠道路等において退避のための⾞両に限り、警戒区域内の通⾏を認める判断を道路
毎に⾏う。なお、退避中は気象庁等による厳重な火山活動監視を⾏い、火山活動の急
激な高まり等状況に変化がある場合には、速やかに退避を中止するものとする。（退
避のための⾞両の通過は、災対法第 63 条第 1 項における当該区域からの退去に位置
付ける。） 
 

 

 

 

 

 

噴火警戒レベル３（部分解除） 
［想定される事象］ 

・噴火警戒レベルは３であるが噴火が発生しておらず、火山活動の急激な高まりが落 
ち着いている 

・想定火⼝域の⻄側で噴火が発生し、⼤きな噴⽯は火⼝から 2km 近くまで⾶散してい
るが、県道 24 号上高地公園線、国道 158 号、安房峠道路等までは到達しておら
ず、噴火の拡⼤傾向はみられていない 

・噴火が発生し、⼤きな噴⽯が火⼝から１km 程度まで⾶散。小さな噴⽯や火山灰は２
km を超える程度まで降下しているが、当面の風向きから、県道 24 号上高地公園
線、国道 158 号、安房峠道路等の方向には降下しないと考えられる 

・噴火は発生しているが、県道 24 号上高地公園線、国道 158 号、安房峠道路等ま
では影響が及ばない状況で、火山活動に活発化の傾向は無く地震や地殻変動等の観
測データに⼤きな変化が認められない 
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予報警報 レベル 影響範囲内の保全対象施設及び道路 防災⾏動 

火
⼝
周
辺
警
報 

３ 

入
山
規
制 

︵
部
分
解
除
︶ 

【施  設】 

 ・中ノ湯温泉旅館 

・大正池ホテル 

 ・中ノ湯売店 

・長野県中ノ湯観測施設 

 ・東京電力大正池管理所 

 ・中尾地熱発電所 

 

【道  路】 

 ・安房峠道路 

［中日本高速］ 

 ・国道 158 号 

［両県］ 

 ・県道 24 号上高地公園線 

［長野県］ 

 ・その他林道、作業道 

［両県］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

【施 設】 → 閉 鎖 

・中ノ湯温泉旅館 

・大正池ホテル 

 ・中ノ湯売店 

 ・長野県中ノ湯観測施設 

 ・東京電力大正池管理所 

 ・中尾地熱発電所 

 

【道  路】 → 通行規制（退避

車両のみ通行

可） 

・安房峠道路（平湯－中ノ湯） 

［中日本高速道路］ 

 ・国道 158 号（平湯－沢渡） 

［両県］ 

・県道 24 号上高地公園線 

（全区間） 

［長野県］ 

 ・その他林道、作業道 

［両県］ 

 

【上高地】→ 観光客退避 

 ・県道 24 号上高地公園線→立

入禁止（退避車両のみ通行

可） 

 ・観光客→退避（入山危険、噴

石懸念） 

 

【新穂高ロープウェイ】 

 ・運航が可能と判断された場合

には運航を再開 

 

【登山道】→登山禁止(7／7 ルー

ト) 

 岐阜：上千石-西穂山荘につい

ては、通行が可能と判断

された場合には登山禁止

を解除 

 

【観光客・登山者】 → 注意喚

起 

 ・両県ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ等で火口周辺警

報案内（注意喚起） 

 ・西穂山荘他、山小屋へ注意喚

起 

 ・各種道路表示板等にて県道 24

号上高地公園線立入規制を周

知 

【上高地】 観光客退避開始 
両市⻑が警戒区域内の退避⾞両の

通⾏を認める判断をし、各道路管理
者が所管する道路の規制緩和を⾏っ
た場合は、上高地の観光客の退避を
開始する。 
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予報警報 レベル 影響範囲内の保全対象施設及び道路  防 災 ⾏ 動 

火
⼝
周
辺
警
報 

３ 

入
山
規
制 

︵
部
分
解
除
︶ 

 
 

 

【住 民】 → 高齢者等避難解除 

 

岐阜県 

 ・蒲田川流域（地区：新穂高、中

尾、神坂、栃尾） 

 ・高原川流域（地区：平湯、福

地、一重ヶ根、村上、柏当、今

見、田頃家、蓼之俣、笹嶋） 

 ※最終的な解除判断は火山活動状

況を踏まえ高山市長が判断す

る。（現地本部にて検討） 

※上記はレベル２の対応に加え必要となる 

（１）各構成機関の体制 
５.３.１噴火警戒レベル３（全面規制）(1)を参照 

 

（２）情報の収集・伝達 

 5.2 噴火警戒レベル２（２）を参照 
 

（３）⼊山規制 

 ［事務局（県・市）］ 
     噴火警戒レベルの引き上げに関する情報の伝達とあわせて、本計画に基づく 

対応を開始するよう関係機関へ依頼する。 
 
［防災計画上の対応が必要な機関］ 

     各機関は、次の対応を開始する。 
 

【居住地域】高齢者等避難解除 
協議会からの助言を踏まえ、居住

地域に影響が及ばないと判断した場
合には、高齢者等避難を解除する。 

噴火警戒レベル３（部分解除）
は噴火警戒レベルが３ではある
が、警戒区域の部分的な規制解除
が可能と判断された場合に運用さ
れる。 

想定火⼝から約２km 以内の道路
は全て通⾏規制を実施するが、退
避⾞両に限り通⾏可能 
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○施設閉鎖・規制措置 
【施設閉鎖】 

［松本市］  
焼岳小屋 

 ［各施設管理者］  
   中ノ湯温泉旅館、⼤正池ホテル、中ノ湯売店、⻑野県中ノ湯観測施設、 

東京電⼒⼤正池管理所、中尾地熱発電所 
 
【登山道閉鎖】 

［高山市・松本市］ 
新中尾峠-焼岳、新中尾峠-⻄穂山荘 

［高山市］ 
中尾-新中尾峠、上千⽯-⻄穂山荘（通⾏が可能と判断された場合には閉鎖を解除） 

［松本市］   
新中ノ湯－焼岳、上高地-新中尾峠、上高地-⻄穂山荘 

 
【道路規制（退避⾞両のみ通⾏可）】 

［古川⼟⽊事務所・松本建設事務所］ 
国道 158 号（平湯-沢渡） 

［松本建設事務所］ 
県道 24 号上高地公園線（全区間） 

［中日本高速道路（株）安房峠道路料⾦所］ 
安房峠道路（平湯-中ノ湯） 

 
○退避⾏動の開始（レベル３（部分解除）の場合） 

［松本市、関係機関］ 
観光客の退避開始 

 
○高齢者等避難解除（レベル３（部分解除）の場合） 

［高山市］ 
奥⾶騨温泉郷新穂高、中尾、神坂、栃尾、平湯、福地、一重ヶ根、村上、柏当、 
今⾒、田頃家、蓼之俣、笹嶋 

 
［高山市、関係機関］ 

⻄穂山荘の登山者退避（新穂高ロープウェイ⼜は富山県方面） 
   ※退避が困難な場合は、安全な場所で待機 
 
○規制周知・注意喚起 

［高山市・松本市、関係機関］ 
各施設（新穂高登山指導センター、上高地インフォメーションセンター、沢渡ナシ

ョナルパークゲート等）における登山者への規制周知・注意喚起の実施（火山解説情
報等の掲示、周辺登山者への呼びかけ等） 

主要観光拠点（平湯・上高地バスターミナル、道の駅等）への情報提供及び掲示物
等による観光・宿泊客への規制周知・注意喚起の実施 
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［松本市］ 

⻄穂山荘のほか山小屋へ注意喚起 
［⾶騨県事務所・高山⼟⽊事務所・古川⼟⽊事務所・松本地域振興局・松本建設事務

所］ 
国・県管理道路の情報表示板における規制周知・注意喚起 

岐⾩県→高山国道事務所・富山河川国道事務所・高山⼟⽊事務所・古川⼟⽊事務所 
⻑野県→松本建設事務所 

  ［公共交通機関］ 
対象路線の運転士に対する無線による情報共有の実施。緊急案内による利用客への

規制周知・注意喚起の実施 
 

   以下の項目については、５.2 噴火警戒レベル２（４）〜（１４）を参照 
 

（４）実施状況の集約 

（５）観測情報等の収集・提供、航空観測の実施 

（６）登山者等の避難誘導 

（７）⼊山者に対する注意喚起の実施 

（８）要配慮者等の避難準備 

（９）避難促進施設の避難支援 

（１０）被災状況の調査 

（１１）報道発表等の災害広報 

（１２）情報の共有 

（１３）降灰による⼟⽯流の緊急調査等の実施（既に噴火が発生している場合） 

（１４）その他 
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５．４ 噴火警戒レベル４ 
噴火警戒レベル４ 
［想定される事象］ 
 ・火砕流、融雪型火山泥流等が居住地域に到達する可能性 
 ・マグマ噴火が発生、発生する可能性 

 

予報警報 レベル 影響範囲内の保全対象施設及び道路 防 災 ⾏ 動 

噴
火
警
報 

 

４ 

高
齢
者
等
避
難 

【地 域】 
（火砕流、融雪型火山泥流到達地区） 
 岐⾩県 
・蒲田川流域 
・高原川流域 
 
 
 
 
 

⻑野県 
・梓川流域 
 
【道 路】 
・国道１５８号 

［両県］ 
・国道４７１号 

［岐⾩県］ 
・県道４７５号槍ヶ岳公園線 

［岐⾩県］ 
・県道４８５号平湯久手線 

［岐⾩県］ 
 
 

 

【地 域】 → 避難指示 
 
岐⾩県 

・蒲田川流域（地区︓新穂高、中尾、 
神坂、栃尾） 

・高原川流域（地区︓平湯、福地、 
一重ヶ根、村上、柏当） 

※今⾒、田頃家、蓼之俣、笹嶋には高齢 
者等避難を発令 

 
⻑野県 

・梓川流域（地区︓沢渡） 
 
【道 路】 

→通⾏規制（避難⾞両通⾏可) 
・国道１５８号（平湯地内） 

［岐⾩県］ 
・国道１５８号 

［⻑野県］ 
・国道４７１号（今⾒地内） 

［岐⾩県］ 
・県道４７５号槍ヶ岳公園線(栃尾地内)

［岐⾩県］ 
・県道４８５号平湯久手線（平湯地内）

［岐⾩県］ 
 
【⻄穂山荘】 → 退避（富山県側） 
※岐⾩県側への登山道、新穂高ロープ

ウェイ完全閉鎖 

※上記はレベル３の対応に加え必要となる 

【居住地域】避難指示発令 
火砕流の到達時間の早い奥⾶騨温

泉郷の一部の地域について避難指示
を発令 

なお住⺠避難は自家用⾞を基本と
するが、状況に応じシャトルバス等
の利用も検討する。(高山市) 
 
【⻄穂山荘】退避（富山方面） 
上高地-⻄穂山荘、上千⽯-⻄穂山荘、
ﾛｰﾌﾟｳｪｲ完全閉鎖に伴い両県への下山
は困難 
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［レベル４での対応］  
マグマ噴火が発生しなくても居住地域に影響を及ぼすような水蒸気噴火が発生し

た場合はレベル４が発表される。 
レベル４からは住⺠避難が主となるため、両市としては避難所の開設、安否確認

等が必要となる。 
 

（１）各構成機関の体制 

レベル 
体制 

岐⾩県 ⻑野県 高山市 松本市 国・関係機関
等 

レベル
４ 
高齢者
等避難 

【非常体制】 
○災害対策本
部設置︓知事 
 
 
○災害対策本
部⾶騨支部設
置︓所⻑ 
 
・各関係機関

への情報提
供 

・各関係機関
の対応把握 

※自衛隊との 
連携 
※防災ヘリで 

の状況把握 

【非常体制】 
○火山災害対
策本部設置︓
知事⼜は副知
事 
○火山災害対
策松本地方部
設置︓局⻑ 
 
・各関係機関

への情報提
供 

・各関係機関
の対応把握 

※自衛隊との 
連携 

※防災ヘリで 
の状況把握 

【非常体制】 
○火山災害対
策本部設置︓
市⻑ 
 
 
 
 
 
・情報収集、 

提供、広報 
・観光客、住 

⺠等避難 
対策 

・救護対策 
・被害状況 

調査   

【緊急体制】 
○災害対策本
部設置︓市⻑ 
 
 
 
 
 
 
・情報収集、

提供、広報 
・観光客、住 

⺠等避難 
対策 

・救護対策 
・被害状況 

調査   

【非常体制】 
■岐⾩県 
○岐⾩県現地

災害対策本
部設置(合
同) 

・各関係機関 
対応確認 

・⻑野県との 
情報共有 

※県︓防災対 
策監 

市︓副市⻑ 
国︓気象

庁、国
交省等 

 
■⻑野県 
○⻑野県現地

災害対策本
部設置(合
同) 

・各関係機関 
対応確認 

・岐⾩県との 
情報共有 

※県︓本部⻑
の指名
する者 

市︓副市⻑ 
国︓気象

庁、国
交省等 
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（２）指定避難所 

 ア 指定避難所一覧 

市町村 避難所名 所在地番 

高山市 

本郷小学校体育館 高山市上宝町在家 1642 

北稜中学校体育館・武道

場 

高山市上宝町本郷 652 

丹生川中学校 高山市丹生川町町方 1500 

松本市 グレンパークさわんど 松本市安曇 4144 番地 17 
 
イ 各地区から指定避難所までのルート（避難路） 

避難対象地域 避難ルート 避難場所 

村上、柏当、一重ヶ根（岩

坪⾕より下流） 

国道４７１号 本郷小学校 

中尾、新穂高、神坂、栃

尾、今⾒、田頃家、蓼之

俣、笹嶋 

国道４７１号 北稜中学校 

平湯、福地、一重ヶ根（岩

坪⾕より上流） 

国道１５８号 丹生川中学校 

沢渡 国道１５８号 グレンパーク 
さわんど 

 
（３）情報の収集・伝達  

５．２噴火警戒レベル（２）を参照 
 

以下の項目については、５.2 噴火警戒レベル２（４）〜（１４）を参照 
（４）実施状況の集約 
（５）観測情報等の収集・提供、航空観測の実施 
（６）登山者等の避難誘導 
（７）⼊山者に対する注意喚起の実施 
（８）要配慮者等の避難準備 
（９）避難促進施設の避難支援 
（１０）被災状況の調査 
（１１）報道発表等の災害広報 
（１２）情報の共有 
（１３）降灰による⼟⽯流の緊急調査等の実施（既に噴火が発生している場合） 
（１４）その他 
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５．５ 噴火警戒レベル５ 
噴火警戒レベル５ 
［想定される事象］ 
 ・火砕流、融雪型火山泥流等が居住地域に到達⼜は切迫 
 ・マグマ噴火の発生 

 
予報警報 レベル 影響範囲内の保全対象施設及び道路 防 災 ⾏ 動 

 
 

噴
火
警
報 

 
 

５ 

避
難 

【地 域】 
（火砕流、融雪型火山泥流到達地区） 

岐⾩県 
・蒲田川流域 
 
・高原川流域 
 
 
 
 ⻑野県 
・梓川流域 
 
 
【道路】 
・国道 471 号【岐⾩県】 

【地 域】 → 避難指示 
  
岐⾩県 
・蒲田川流域 
（地区︓新穂高、中尾、神坂、栃尾） 
・高原川流域 
（地区︓平湯、福地、一重ヶ根、 

村上、柏当、今⾒、田頃家、蓼之俣、 
笹嶋） 
 

 ⻑野県 
・梓川流域（地区︓沢渡） 
 
【道路】 
→通⾏規制（避難⾞両通⾏可） 
・国道 471 号（葛山地内） 

※上記はレベル４の対応に加え必要となる 
（１）各構成機関の体制 

レベル 
体制 

岐⾩県 ⻑野県 高山市 松本市 国・関係機関
等 

レベル５ 
避難 

【非常体制】 
○災害対策 

本部設置︓ 
知事 

○災害対策 
本部⾶騨 
支部設置︓ 
所⻑ 

 
・各関係機関 

への情報 
提供 

・各関係機関 
の対応把握 

【非常体制】 
○火山災害 

対策本部設
置︓知事 

○火山災害 
対策松本地 
方部設置︓ 
局⻑ 

 
・各関係機関 

への情報 
提供 

・各関係機関
の対応把握 

【非常体制】 
○火山災害 

対策本部 
設置︓市⻑ 

 
 
 
 
 
・情報収集、 

提供、広報 
・観光客、住 

⺠等避難 
対策 

・救護対策 
・被害状況 

調査 

【緊急体制】 
○災害対策 

本部設置︓ 
市⻑ 

 
 
 
 
 
・情報収集、 

提供、広報 
・観光客、住 

⺠等避難 
対策 

・救護対策 
・被害状況 

調査  

【非常体制】 
■岐⾩県 
○岐⾩県現地

災害対策本
部設置（合
同） 

・各関係機関 
対応確認 

・⻑野県との 
情報共有 

※県︓防災 
   対策監 

市︓副市⻑ 
国︓気象

庁、国
交省等 
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■⻑野県 
○⻑野県現地

対策本部設
置（合同） 

・各関係機関 
対応確認 

・岐⾩県との 
情報共有 

※県︓副知事 
市︓副市⻑ 
国︓気象

庁、国
交省等 

 

（２）指定避難所 

ア 指定避難所一覧 

市町村 避難所名 所在地番 

高山市 本郷小学校体育館 高山市上宝町在家 1642 

北稜中学校体育館・武道場 高山市上宝町本郷 652 

丹生川中学校 高山市丹生川町町方 1500 

松本市 グレンパークさわんど 松本市安曇 4144 番地 17 

 

イ 各地区から指定避難所までのルート（避難路） 

避難対象地域 避難ルート 避難場所 

村上、柏当、一重ヶ根

（岩坪⾕より下流） 

国道４７１号 本郷小学校 

中尾、新穂高、神坂、栃

尾、今⾒、田頃家、蓼之

俣、笹嶋 

国道４７１号 北稜中学校 

平湯、福地、一重ヶ根

（岩坪⾕より上流） 

国道１５８号 丹生川中学校 

沢渡 国道１５８号 グレンパークさ

わんど 
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（３）情報の収集・伝達  
５．２噴火警戒レベル（２）を参照 

 

以下の項目については、５.2 噴火警戒レベル２（４）〜（１４）を参照 
（４）実施状況の集約 
（５）観測情報等の収集・提供、航空観測の実施 
（６）登山者等の避難誘導 
（７）⼊山者に対する注意喚起の実施 
（８）要配慮者等の避難準備 
（９）避難促進施設の避難支援 
（１０）被災状況の調査 
（１１）報道発表等の災害広報 
（１２）情報の共有 
（１３）降灰による⼟⽯流の緊急調査等の実施（既に噴火が発生している場合） 
（１４）その他 
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6 突発的な噴火が発生した場合 
 ［想定される事象］ 
噴火警戒レベルが１の状態で 
 ・気象庁が噴火速報を発表した 

・水蒸気噴火が発生した 
・⼤きな噴⽯が火⼝から⾶散した 

 
 

（１）各構成機関の体制 

    各関係機関は気象庁から噴火警戒レベル引上げの情報が入るまでの間、噴火活動 
の状況に応じて、各機関で必要な体制・対応をとる。 

 
（２）情報の収集・伝達 

    突発的な噴火に関する情報は、常時観測を⾏っている気象庁から噴火速報として 
情報提供される場合と、地域住⺠・登山者等から情報提供される場合等が考えられ 
る。伝達方法については、５．１．２噴火警戒レベル１（火山活動が活発化し始め 
た場合）（２）情報の収集・伝達を参照。 

両市は、まず、「焼岳が噴火した」「登山者等は緊急退避の実施」などの情報
を、防災情報無線などの手段を用いて、速やかに登山者等に周知する。 

松本市は上高地臨時警備派出所、焼岳小屋（営業期間）、上高地バスターミナル 
（営業期間）および上高地周辺の宿泊施設や国の機関等に、高山市は、新穂高温泉
周辺の宿泊施設等や新穂高ロープウェイ等に、噴火の状況や登山者、観光客等の入
れ込み状況、負傷者等の発生状況、被害状況等に関する情報を電話等で収集し、協
議会の構成機関と情報共有をする。 

両県は、両市が登山者等に対して⾏う周知活動について支援する。 
（焼岳小屋（営業期間）、上高地バスターミナル（営業期間）、上高地周辺の 

宿泊施設等は、噴火を認知した場合は松本市に、新穂高温泉周辺の宿泊施設等や新
穂高ロープウェイ等は、噴火を認知した場合は高山市に、直ちに伝達するととも
に、施設の被害や緊急退避した人数、負傷者の有無などの状況を報告する。） 

例えば、エリアメールでの住⺠、登山者等への周知については、下記の文案を 
参考に⾏う。 
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※ 噴火地点は過去の火⼝列の配置、登山道への影響および下山ルートを考慮し、下図

のような区分で設定する。ただし、噴火地点が不明な場合は設定しない。 
 

（３）気象庁による噴火警戒レベル引上げ後の対応 

各関係機関は原則として、5.２（噴火警戒レベル２）〜5.5（噴火警戒レベル

５） に従って⾏動する。 

こちらは、（松本市、高山市）です。 
本日午前（午後）〇時〇分に焼岳の（①新穂高温泉側斜面 or②山頂付近 or
③上高地側斜面※）で噴火が発生しました。 
⼤変危険ですので噴煙が上がっている場所に常に注意し、ザック等で頭を
覆いながら、噴煙が上がっている場所から少しでも離れる方向へ、また、
他の登山者にも伝えながら⾄急避難下さい。 

① 

② 

③

「
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（４）警戒区域の設定 
    両市は、人の生命⼜は身体への危険を防止するため、特に必要があると認める 

とき、災対法第６３条に基づいて、警戒区域の設定を⾏う。 
また、既に開設されている避難所等や住⺠、登山者等に対して警戒区域を設定 

することを周知する。なお、警戒区域の範囲については気象庁、火山専門家等の 
助言も踏まえ、合同会議等で協議し設定する。 

両県は火山災害において、人の生命または身体への危険を防止するために、 
特に必要があると認めるとき、両市に対して警戒区域の設定について助言を⾏ 
う。 

気象庁、火山専門家等は、両市が警戒区域を設定する際に、協議会へ助言を
⾏う。 

協議会の構成機関は、警戒区域の範囲について協議を⾏う。 
両県、両市、警察、道路管理者は警戒区域の設定に伴う通⾏規制等の実施や 

規制箇所の設置などを⾏う。 
 

（５）登山者等の避難誘導 

両市は、登山者等に対して緊急退避を呼びかけるとともに、焼岳小屋とも連携
し、 

協議会での協議を踏まえ、緊急退避後の避難誘導にあたる。 
両市は、火山専門家や山岳ガイド等の助言を踏まえ、登山者等に対し、緊急退避 

後の避難路は、形成された火⼝からできる限り離れる方向で、かつ、高所という条 
件を勘案して、既存の登山道のうちから、少しでもリスクの低い登山道を伝える。 

両市は、夜間など、下山するとかえってリスクが高まるおそれがある場合は、 
登山者等に対し、無理な下山はせず、形成された火⼝からできる限り離れ、かつ、 
身を隠す場所があるなど緊急退避が可能な場所での待機を伝える。 

両市は、登山者等が、入山した市と異なる市に下山した時は、その輸送につい
て、 

できる限り配慮する。 
両県は、両市が⾏う登山者等の避難誘導、輸送手段等の確保等について支援する 

とともに、災害状況によって、災害救助法の適用を検討する。 
両県は、天候条件等を勘案し、可能な場合には、ヘリコプターによる登山者等の 

状況の確認等を実施する。 
 

（６）避難促進施設の避難支援 

避難促進施設は、施設の利用者等に対して噴火警戒レベルが引き上げられたこ
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とを周知するとともに、退避が必要な場合、緊急退避の措置をとる。また、両市

と協議・連携し、規制対象外への避難誘導を⾏う。 

両市は、火山活動の状況や気象庁、火山専門家、協議会の決定を踏まえ、避難

促進施設の利用者等の緊急退避やその後の退避について、施設と協議し、避難が

必要となった場合、施設と協⼒・連携し規制範囲外への避難誘導にあたる。 

また、避難促進施設から、避難先の確保について依頼があった場合、両県と連

携し、受け入れ先の確保・調整を⾏う。 
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７ 救助・救難 

（１）救助・救難における協⼒体制の構築 

噴火時には、要救助者等の情報を集約し、各機関が共有して活動にあたる。 
突発的な噴火の発生では、避難が間に合わず、逃げ遅れ者や死傷者が発生するお

それがある。危険な状況下での救助活動となるため、活動実施や撤退の判断体制、
活動方法、安全管理などが必要である。救助活動を円滑に⾏い、また、各機関が連
携のとれた対応を⾏えるよう、協⼒体制の構築を進める。 

 
（２）救助活動の支援 

救助活動を円滑かつ安全におこなうために、登山ルート等焼岳に詳しい上高地 

自治会、山岳ガイド協会等の機関と連携する。 

救助活動可能範囲の検討・確認や活動実施の際には、警察、消防、自衛隊に加え、 

必要に応じて、協議会に参画している火山専門家、焼岳に詳しい上高地自治会、 

山岳ガイド協会等が技術的な支援を⾏う。 

 

（３）活動基準の設定 

気象庁火山監視課火山監視・警報センター、協議会に参画する火山専門家、松

本砂防事務所および神通川水系砂防事務所等は、監視・観測データなどから、火

山活動の⾒込みや⼟砂災害の危険性などによる救助活動基準の設定について両県

の災害対策本部等に対し助言を⾏う。 

警察、消防、自衛隊は、噴火時等において、⼆次災害を防止し、円滑に救助活

動を⾏うため、上記助言などを踏まえ、火山活動の状況や降⾬の状況などによる

救助活動基準を両県の災害対策本部等の下による協議により設定する。また、噴

火時等における救助活動の可否の判断は、速やかに各部隊へ周知するとともに、

判断に結びつく情報を入手した場合には、災害対策本部等に速やかに報告する。 

 

（４）救助活動の範囲 

警察、消防、自衛隊は、気象庁火山監視課火山監視・警報センター、協議会に参

画する火山専門家、松本砂防事務所および神通川砂防事務所等から、監視・観測デ

ータなどから予想される火山現象の影響範囲や⼟砂災害の危険範囲などについての

情報提供、助言などを踏まえ、救助活動可能範囲を設定する。 
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（５）負傷者等の救助の実施 

［救助実施機関（警察、消防、自衛隊）］ 
     迅速な救助の実施に努めるとともに、実施状況について情報共有を図る。 
 

［情報を把握した機関］ 
     自ら退避⾏動をすることができない地域住⺠・入山者がいることを把握した機関

は、直ちに、事務局（県・市いずれか）に対してその旨を通報する。 
 

［事務局（県・市）］ 
     救助が必要な負傷者等がいることについて通報を受けたときは、直ちに相互に連

絡し、警察、消防、県防災担当課等の関係機関（通報があった機関を除く）に対し
て、その旨を連絡する。 

     事務局（市）は、救助の実施に当たり、自衛隊による技術的な助言⼜は支援が必
要と認められる場合は、事務局（県）を通じ直ちにその旨を県防災担当課に連絡
し、連絡要員、災害派遣を要請する。 

     また事務局（県）は、もう一方の県の事務局（県）に対して、救助の状況、災害
派遣の要請状況について連絡を⾏う。 

 
［県防災担当課］ 
自衛隊による救助を求めることが適当と判断された場合は、知事の了解を得

て、陸上自衛隊に対して災害派遣を要請する。 
 

［関係機関］ 
     噴火の現状や今後推移の⾒通し⼜は被害の発生状況等について、情報共有を図

り、相互に連携して救助のために必要な対応を⾏う。 
     なお、噴⽯の⾶散⼜は降灰の状況や噴火の発生状況等を踏まえ、⼆次災害の発生

に⼗分留意する。 
 

（６）避難ができなくなった人たちの安全対策 

      ア 地元住⺠等の救助 
⼟⽯流により避難経路が閉ざされた場合は、地元町内会や自主防災組織等が市

に連絡する。市は状況に応じ、消防による救助のほか、警察または消防防災ヘリ
コプター等による救助を要請する。 

ヘリコプター離着陸場については、一覧に記載の離着陸場から状況に応じて選定
する。 
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イ 自衛隊災害派遣要請による救助 

両市⻑は、地域に重⼤な影響を及ぼす噴火等が発生し、または発生しようとし
ている場合において、応急措置を実施するため必要があると認めたときは、両県
知事に対して自衛隊法第８３条第１項の規定による要請をするよう求める。 

 
 
 
 

 ヘリ救出地点 所在地 幅×⻑(m) 管理者 
① 鍋平防災ヘリポー

ト 
【UTM 座標】 
53SQA31411685 

岐⾩県奥⾶騨
温泉郷神坂下
鍋⾕ 707-13 

18×15 高山市⻑ 

② 一重ヶ根防災情報
センター 
【UTM 座標】 
53SQA26801348 

岐⾩県奥⾶騨
温泉郷一重ヶ
根字川原島
339-1 

53×21~34 国⼟交通省北
陸地方整備局
神通川水系砂
防事務所⻑ 

③ 沢渡ヘリポート 
【UTM 座標】 
53SQA37590639 

⻑野県松本市
安曇 4171-2 

20×20 松本市⻑ 

④ 明神 
【UTM 座標】 
53SQA39831514 

⻑野県松本市
安曇上高地国
有林 86 い林
小班 

 
※河川敷内 

中信森林管理
署 

⑤ 徳沢 
【UTM 座標】 
53SQA41571727 

⻑野県松本市
安曇上高地国
有林 86 い林
小班 

 
※河川敷内 

中信森林管理
署 

⑥ 奥⼜⽩ 
【UTM 座標】 
53SQA41741851 

⻑野県松本市
安曇上高地国
有林 86 い林
小班 

 
※河川敷内 

中信森林管理
署 

※その他（噴火の状況により検討するもの） 
⑦ 玄文沢 

【UTM 座標】 
53SQA35461426 

⻑野県松本市
安曇上高地 

60×80 環境省 

⑧ 沢渡駐⾞場 
【UTM 座標】 
53SQA38560562 

⻑野県松本市
安曇 4162-1 

60×80 松本市⻑ 
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８ 平時からの備え 

（１）監視・観測体制の強化 

ア 観測・監視の実施 
   気象庁は、地震計による地震活動の観測など、焼岳火山活動の観測・監視を

⾏う。また、地盤の傾斜変化や山体の膨張・収縮を観測するため、傾斜計、
GNSS 等による地殻観測を⾏う。さらに、熱活動の状態を把握するため、⾚外
熱映像装置や火⼝監視カメラを用いた観測を⾏う。必要に応じて⼆酸化硫⻩の
放出量を測定する等の火山ガス観測を⾏う。観測した結果は、ホームページ等
を通じて公開する。 

国⼟地理院は、GNSS による焼岳周辺の広域な地殻変動監視の観測を⾏う。 
 

イ 緊急時の対応 
   気象庁は、火山性地震の多発など火山活動に高まりが認められた場合には、

火山監視・警報センター火山機動観測班が、必要に応じて現象をより詳細に把
握するために機動的に観測体制を強化し、適切に火山の状況に関する解説情報
や噴火警報等を発表する。 

 
（２）訓練の実施 

各構成機関は、関係機関と連携し、焼岳の火山活動に伴う各種応急活動を迅速かつ
円滑に進めることを目的として訓練を、個別または連動させて実施する。 

訓練の実施にあたっては、必要に応じて介護福祉施設、在宅介護者、避難⾏動要支
援者等の要配慮者に配慮した内容とする。 

訓練により得られる教訓（必要な役割分担、書類、リスト、⾏動、連携を要する機
関等）を精査し本計画、各種マニュアル、要領等の作成、更新に反映する。 

 

ア 情報受伝達訓練 
   両市は、焼岳火山防災協議会等と連携し、登山者や地元住⺠等、各種施設及

び町会等を対象とした避難指示等の情報受伝達訓練を実施する。 
 

イ 避難誘導訓練 
   両市は、焼岳火山防災協議会等と連携し、登山者や地元住⺠等、各種施設及

び町会等を対象とした避難誘導訓練を実施する。 
 

ウ 図上訓練 
   両市は、各種施設及び地元町内会等の関係者等、焼岳で噴火が発生または発



64 

 

生するおそれがある場合に避難活動を支える者等を対象に、多様な火山活動を
想定した図上訓練を実施する。 

 
エ 避難所開設及び運営訓練 

   両市は、各構成機関と連携し、焼岳で噴火が発生または発生するおそれがあ
る場合の避難所の開設及び運営訓練を実施する。 

 
オ 帰宅困難者対策訓練 

   両市は、焼岳で噴火が発生または発生するおそれがある場合の帰宅困難者に
対応した、一時滞在施設運営訓練及び搬送訓練を実施する。 

 
カ 安否確認訓練 

   両市は、各種施設及び地元町内会、警察等と連携し、地元住⺠等を対象とし
た安否確認訓練を実施する。 

 
（３）意識啓発 

焼岳の火山活動の前兆は、必ずしも捉え切れるわけではない。また、気象庁が示す
噴火警戒レベルは、避難⾏動の目安に過ぎないということを理解しておく必要があ
る。こうしたことを踏まえ、住⺠、観光客等一人ひとりに正しい知識を普及し、火山
防災意識を高めていく必要がある。 

 
ア 防災知識の普及 

   焼岳火山防災協議会の構成機関は、防災に関する集客イベント、キャンペー
ン等において、県⺠が火山災害を正しく理解できるよう、火山活動等に関する
情報の提供、普及啓発を⾏う。 

 
イ 観光客等への防災知識の普及 

   両市は、観光協会、各種団体等の関係機関と連携し、各地で開催される観光
イベント等において、焼岳の火山活動等に関する正しい情報の提供、普及啓発
に努める。 

 
ウ 児童、生徒等への防災知識の普及 

   両市は、教育委員会等を通じ、児童生徒に対して火山に関する知識の普及や
火山防災教育を⾏う。 

     ・火山防災教育（小中学生対象の防災教室） 
     ・学校での火山防災教育 
     ・地元と連携したワークショップの開催 
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     ・火山防災訓練への積極的な参加 
 

エ 講演会・研修会の開催 
   両県、両市は連携して、災害が発生した場合の避難場所、避難経路、緊急時

の避難先の確認に努める。また、防災用品、備蓄⾷料及び非常持出袋の確認、
家具の転倒防止器具の取付け確認、家の中の安全な場所の確認等を⾏う。 

   地元住⺠等は、両市及び町会等が開催する災害に関する訓練、講演会等に積
極的に参加し、災害から身を守る方法、災害時の避難要領等の習熟に努める。 

 
※両県、両市は、関係機関による各種広報媒体の活用のほか、観光事業者、交

通事業者、関係団体等の協⼒を得て登山道、観光施設、宿泊施設、主要交通
機関の駅等において、焼岳が活火山であることや現在の火山活動状況（レベ
ル）などの情報を掲示するとともに、火山防災マップの周知啓発に努める。 

 
（４）要支援者への支援体制の構築 

両市は、高齢者等避難の発表とともに要支援者の避難誘導を優先して⾏うこととな

るため、平時から警察・消防などの関係機関と連携して要支援者への支援体制を構築

する。 

 
（５）避難促進施設の指定 

 火山の噴火時に迅速かつ円滑に避難するためには、火⼝近傍や警戒地域内に
位置する施設を利用する者の安全を確保するための取り組みが重要である。 

両市は火⼝からの距離の施設位置や、利用者数等の施設規模、施設所有者・
管理者・職員の常駐有無、その他地域の事情を考慮したうえで、活動火山対策
措置法第６条第１項第５号の規定に基づき、避難促進施設として該当する施設
の名称及び所在地を地域防災計画に定める。 

また、両市は、協議会の助言を踏まえ、避難促進施設における避難確保計画
の作成を支援し、利用者に対する情報伝達や避難誘導の体制を整備させるとと
もに、避難確保計画の作成・⾒直し、公表⼜は避難確保計画に基づく訓練の実
施について報告を受けた際には、その内容について⼗分に検証し、必要に応じ
て助言・勧告を⾏い、より実効性の高い避難確保計画とするよう努める。 

  
避難促進施設の名称及び所在地 

施設の名称 施設の所在地 

焼岳小屋 
岐⾩県高山市奥⾶騨温泉郷中尾焼岳国有林

2186 ロ外林小班 
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  附 則 

この計画は平成３０年２月２０日から施⾏する。 

なお、「焼岳火山防災計画」及び「焼岳火山噴火⾏動計画」については、同日をもって廃

止する。 

 

  附 則 

この計画は令和２年２月３日から施⾏する。 

 

  附 則 

この計画は令和４年３月１４日から施⾏する。 
 

  附 則 

この計画は令和５年 2 月１５日から施⾏する。 

 

  附 則 

この計画は令和 6 年 1 月２６日から施⾏する。 

 

  附 則 

この計画は令和７年２月１２日から施⾏する。 

 

附 則 

この計画は令和８年２月１３日から施⾏する。 
 


